
 

平成１７年２月２３日  

（仮称）熊本市自治基本条例（素案）に関する  

市民意見募集の結果 

  
（仮称）熊本市自治基本条例（素案）について、市民の皆様からご意見・ご提

案を募集しましたところ、多数ご意見・ご提案をいただき、ありがとうございま

した。  

皆様方からいただきましたご意見・ご提案の概要と、これらに対する市の考え方

について公表いたします。  

 

なお、とりまとめの都合上、条例の条文に沿って、いただいたご意見・ご提案

を要約し、また同種の意見等をまとめた上で、そのご意見・ご提案に対する市の

考え方を明らかにいたしております。 

また、本条例(素案)については、パブリックコメントで意見募集を行うととも

に、出前講座を始め各種説明会を併行して開催してきたところであり、その際に

寄せられたご意見についても同様にまとめております。 

 

 

 

            

（所管課及びお問い合わせ先）  

熊本市市長室市民協働課  

電話    ０９６－３２８－２０３６  

電子メール shiminkyoudou@city.kumamoto.lg.jp  

ＦＡＸ   ０９６－３５１－２１８０ 
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１ パブリックコメント等の概要  

１ 実施状況  
(1)意見募集期間 (パブリックコメント期間) 

平成１６年１２月２２日～平成１７年２月１０日  

 

(2)意見提出状況  

①提出者数  １６４人（市内居住者１５０人 市外通勤通学者他 １４人）  

②提出件数  ７０１件（延べ件数） 

③意見の内容 

・条例全般に対する意見・・・・・１７４件  

・個別条文に対する意見・・・・・４６５件 （内前文に対する意見４３件） 

・その他の意見       ・・・・・ ６２件  

 

(3)説明会等の実施状況 

①町内自治会長研修会での説明会 

ｱ)開催回数 １５回   ｲ)対象人数 ７２６人 

 ②出前講座等  

ｱ)開催回数 ２１回   ｲ)対象人数 ５１０人 

 ③オープンハウス 

  ｱ)開催日時 平成１７年１月２９日 午前１０時～午後５時 

ｲ)来場者数 約５００人 

 ④その他各種団体等での説明 

ｱ)開催回数 ８回    ｲ)対象人数 ５２１人 

⑤その他各種団体等での資料配布数 

 ・１８団体、２，５７９人 

 

 

２ パブリックコメントで寄せられた提出意見への対応 
(1)意見を踏まえ、素案を修正・追加補足するもの  １４１件・・・①  

(2)意見の趣旨等が既に素案に盛り込まれているもの ２１２件・・・②  

(3)市としての考えを説明し、ご理解いただくもの  ２５４件・・・③ 

(4)今後、参考とさせていただくもの         １８件・・・④ 

(5)その他、条例に対する直接的な意見でないもの   ７６件・・・⑤ 

                  

 

３ 説明会等で寄せられた意見 
(1) 総数 １８１件 

(2) 意見の内容 

  ・条例全般に対する意見   ５０件 

  ・個別条文に対する意見   ７９件（内前文に対する意見６件） 

  ・その他の意見       ５２件 
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２ 「（仮称）熊本市自治基本条例（素案）」の修正    
＊この修正は、パブリックコメント等で寄せられた意見に基づき、素案について

加筆修正等を行ったものです。加筆・修正を行った部分については、見え消し

線や下線を付して明記しています。  
＊なお、修正で対応した意見・提案の内容や、修正に対する本市の考え方につい

ては、「３ パブリックコメント等に対する本市の考え方」を参照ください。  
 
 

 

前文 

 

わたしたちが暮らす熊本市は、清らか Sで豊か Sな地下水に恵まれ、 S都市と自然が調和し

た歴史と S U熊本城に代表される歴史的遺産や様々な U文化が息づく、 U都市の機能と豊かな

自然が調和している Uまちです。 

わたしたちには、多くの人々の U英知と Uたゆまぬ努力により成長してきたこのまちを、 U日

本国憲法に保障されている個人の尊重・法の下の平等のもと、 U市民一人ひとりの U個性と U

人権 Sと個性 Sを尊重しながら、希望と誇りをもって心豊かに U安心して U生活できるまちへ発

展させ、次世代に引き継いでいくことが求められています。 

今日の多様化する時代における地方自治は、市民が自治の主体としてその役割を自

覚し、積極的にまちづくりに参画し、市民、市議会及び市の執行機関等との協働により、

自主的、自立的に進めていかなければなりません。 S  

わたしたちは、ここに、全ての市民が共有する本市の自治の最高規範として、この条例

を制定します。 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、市議

会及び市の執行機関等の役割及び参画と協働によるまちづくりの基本原則を定め、

日本国憲法に規定する地方自治の本旨に基づく自治を推進し、もって個性豊かで活

力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とします。 

 

（定義） 

第２条  この条例において S、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

によります S U使用する用語の定義は、次のとおりとします U。 

(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。 

ア 市内に居住する者 

イ 市内に通勤し、又は通学する者 
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ウ 市内で事業を営み、又は活動するもの 

（2） 市の執行機関等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委

員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいい

ます。 

（3） 参画  施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参加することをいい

ます。 

（4） 協働  それぞれが U対等な立場で U役割と責任を担い、相互に特性等を尊重し、補

完し、協力することをいいます。 

（5） まちづくり 自らが生活し、又は活動している S場を S U地域をはじめとして、わたしたち

が暮らす熊本市を魅力的でより U快適 Sで魅力あるもの Sにしていく活動をいいます。 

 

（自治の基本理念） 

第３条 本市の自治の基本理念は、次のとおりとします。 

(1) 一人ひとりの人権を尊重し、市民の意思を適切に反映した市政が行われること。 

(2) 自治の主体である市民の自発的、積極的な参画により市政が進められること。 

(3) 市民、市議会及び市の執行機関等が、 U相互に情報を共有し、 U信頼し合い、 S相互

に情報を共有し、 S協働して市政が進められること。 

(4) 市自らの意思と責任のもとで U自立した U市政が行われること。 

 

 

第２章 市民、市議会及び市の執行機関等の役割 

 

（市民の権利及び役割） 

第４条  市民は、 U日本国憲法及び法令に定める権利・義務を有するとともに、 U自治の基

本理念を実現するため、 S法令に定める権利及び S次 Sに掲げる S Uの U権利を有し、市政に

参画します。 

(1) 市の執行機関等及び市議会と協働し、まちづくりに参画する権利 

(2) 市民参画の前提と Sして、 S Uなる、知る権利としての U市の執行機関等及び市議会に対

し情報を求める権利 

(3) 市政に関し意見を表明し、又は提案する権利 

２ 市民は、市政への参画に当たっては、自治の主体であることを認識し、その発言と行

動に責任をもち、 U自ら Uまちづくりに取り組みます。 

３ 市内で事業を営み、又は活動するものは、その事業又は活動が市民生活に及ぼす

影響に十分配慮するとともに、地域社会との調和に努め、まちづくりに取り組みます。 

 

（市議会の役割） 

第５条 市議会は、市の議決機関として、広範な意見の聴取に努めるとともに、市政運

営を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政が Sの S実現されるよう Sに S努めます。 

２ 市議会議員は、 S政策立案能力の向上 S U政策の提案及び立法に関する活動 Uに努める

とともに、市民の信頼に応え、市民のため S市全体の利益のために、 S誠実に職務を S遂
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行し S U行い Uます。 

  

（市の執行機関等の役割） 

第６条 市長は、市の代表として公正かつ誠実に市政運営を行います。 S  

２ 市の執行機関等は、次 Sに掲げる S Uの U事項を基本とし、市政運営を行います。 

（1） 市民の信頼に応え、公平及び公正であり透明性を高めること。 

（2） 市民の意向及び地域の実情を的確に把握し、行政サービスの質を高めること。 

（3） 市民の福祉の増進を図るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げること。 

（4）  本市の特性を生かし、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現すること。 

３ 市の職員は、必要な知識及び能力の修得とその向上に努め、全体の奉仕者として市

民の視点に立ち、誠実に職務を S遂行し S U行い Uます。 

 

 

第３章 参画と協働によるまちづくり 

 

第１節 参画及び協働 

 

（参画及び協働の原則） 

第７条  市民、市議会及び市の執行機関等は、目的と情報を共有し、相互の理解と信

頼のもとに、参画と協働によるまちづくりに取り組みます。 

２ 参画と協働によるまちづくりは、両性の本質的平等を基本とし、男女が共同して取り

組みます。 

 

（青少年・子どもの参画） 

第８条  青少年・子ども（未成年の市民をいいます。以下同じ。）は、個人として尊重され、

まちづくりに参画する権利を有します。 

２ 市民、市議会及び市の執行機関等は、青少年・子どもがまちづくりに参画するための

環境づくりに努めます。 

 

（市民参画制度） 

第９条 市の執行機関等は、重要な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階にお

いて、市民参画のための仕組みを整備します。 

２ 市の執行機関等は、 Sその対象となる事案の性質に応じ、 S Uそれぞれの事案に応じて U効

果的な市民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。 

 

（施策への反映） S  

第１０条 市の執行機関等は、市民参画により表明された意見や示された提案を総合的

に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に施策へ反映させるよう努めま
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す。 

 

（市民活動団体との協働） 

第１１条  市の執行機関等は、公共の利益や社会貢献を目的として自主的、自発的に

活動する団体と連携を図り、まちづくりを協働で進めるための仕組みを整備します。 

 

（協働による地域のまちづくり） 

第１２条  市民は、市民相互の協働により、身近な地域の課題を解決していくとともに、

地域社会を多様に支え合う自主的で自立的な地域のまちづくりを推進するよう努めま

す。 

２ 市民は、地域のまちづくりを行うに当たっては、 U思いやりとふれあいのある住みよい地

域となるよう、 U自らの役割を自覚し、互いを十分に尊重しながら進める Sものとし、思いや

りとふれあいのある住みよい地域となるよう努め S Uこととし Uます。 

３ 市の執行機関等は、市民による地域のまちづくりが推進されるよう支援します。  
 

（自治推進委員会の設置） 

第１３条 この条例に定める自治の基本理念の実現に向け、市長の諮問に応じ、参画及

び協働に関する重要事項を審議し、市長に答申する附属機関として熊本市自治推進

委員会（以下「委員会」といいます。）を設置します。 

２ 委員会は、前項に規定するもののほか、参画及び協働に関する重要事項について、

市長に意見を述べることができるものとします。 

３ 委員会は、自治に識見を有する者、市民、市議会議員及び市の職員によって構成さ

れます。 

４ 前３項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定め

ます。 

 

第２節 住民投票 

 

（住民投票） 

第１４条  市長は、市政に係る重要事項について、直接市民の意思を把握するため、そ

の事項ごとに定められる条例により、住民投票を実施することができます。 

２ 市長は、住民投票の結果を尊重します。 

 

（住民投票の請求及び発議） 

第１５条  市民のうち本市において選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、そ

の総数の５０分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した

条例の制定を市長に請求することができます。 

２ 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の１２分の１以上の者の賛成を

得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することが
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できます。 

３ 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票

を発議することができます。  
 

 

第４章 市政運営 

 

   第１節 執行体制 

 

（総合計画） 

第１６条  市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びその実現の

ための基本計画等をまとめた総合計画を策定します。 

２ 市の執行機関等は、総合計画の策定に当たっては、市民参画の手続を踏まえ、市

民の意見の適切な反映に努めます｡ 

３ 市の執行機関等は、総合計画について、市民への周知を図り、その進行管理を適切

に行います。 

 

 （財政運営） 

第１７条 市の執行機関等は、財政の健全性の確保に努め、総合計画を着実に推進す

るため、効率的で効果的な財政運営を行います。 

２ 市の執行機関等は、財政状況について市民に S分 S Uわ Uかりやすい資料を作成し、公表し

ます。 

 

（行政評価） 

第１８条 市の執行機関等は、総合計画の推進に当たり行政評価を実施し、その結果を

施策等に反映させます。                                      
２ 市の執行機関等は、行政評価の実施に当たっては、市民参画の手続を踏まえるとと

もに、その結果について広く市民に公表します。 

 

（組織体制） 

第１９条  市の執行機関等は、社会経済情勢の変化及び多様化する市政の課題に的

確に対応するため、効率的で機能的な組織体制を整備します。  

２ 市の執行機関等は、市政の課題に的確に応えることができる知識と能力を持った職

員の育成を図ります。 

 

（審議会等） 

第２０条 市は、法令に基づき設置する附属機関のほか、市の施策における特定の事項

について調査、審議等を行うため、必要に応じ審議会等を設置します。 



 9

２ 市の執行機関等は、附属機関及び審議会等の委員については、識見を有する者を

選任するほか、公募等により U市民の U幅広い層から必要な人材を選任するよう努めま

す。 

 

（総合的な行政サービス） 

第２１条 市の執行機関等は、市民の要望及び多様化する市政の課題に的確かつ柔軟

に対応するため、部局の連携を図り、総合的な行政サービスを提供します。 

 

第２節 情報共有及び信頼の確保 

 

（情報共有） 

第２２条  市の執行機関等及び市議会は、透明で開かれた運営を推進するため、別に

条例の定めるところにより、行政運営及び議会活動に関する情報を積極的に市民に S

公開し、 S U開示及び提供し、 U情報の共有に努めます。 

 

（個人情報保護） 

第２３条 市の執行機関等及び市議会は、市民の基本的人権の擁護及び信頼される市

政の実現のため、別に条例の定めるところにより、個人情報を適正に管理するとともに、

その利用、情報提供等に関し適切な保護措置を講じます。 

 

（説明責任） 

第２４条 市の執行機関等は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、

その必要性及び妥当性を市民にわかりやすく説明します。 

 

（意見及び提案の取扱い） 

第２５条  市の執行機関等は、市民の市政に関する意見及び提案に対し、迅速かつ誠

実に対応するよう努めます。 

２ 市の執行機関等は、前項の対応の経過や結果等について記録を行い、 S必要に応じ S

公開します。 

 

（行政手続） 

第２６条 市の執行機関等は、別に条例の定めるところにより、適切に行政手続を行い、

市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利と利益の保護に努

めます。 

  

第３節 国、他の地方公共団体等との連携 

 

（国、他の地方公共団体等との連携） 
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第２７条 市は、国及び県と共通する課題の解決を図るため、これらと対等な関係のもと

で相互に協力し連携に努めます。 

２ 市は、広域的な課題の解決を図るため、近隣の地方公共団体と連携し、地域全体の

発展に努めます。 

３ 市は、地球環境の保全等共通する課題の解決を図るため、国内及び国外の都市 U等 U

との連携に努めます。 

 

 

第５章 最高規範性等 

 

（最高規範性） 

第２８条 他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例に定め

る事項を最大限尊重し、整合性を図ることとします｡各種計画の策定、見直し及び運

用においても同様とします。 

２ 市民、市議会及び市の執行機関等は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努

めます。 

 

（条例の見直し） 

第２９条  S市長及び市議会は、 S社会経済情勢の変化等により、この条例の見直しが必

要になった場合は、 U市長及び市議会は、市民の意見を踏まえ、 U速やかに適切な措置

を講じることとします。 

 

 

 

U附  則  

 

U１ この条例は、平成１７年４月１日から施行します。 ただし、第１３条の規定は、規則で

定める日から施行します。 

 

U２ この条例の施行後４年を経過した場合において、市長及び市議会は、市民の意見を

踏まえ、この条例の規定について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講じることとします。 
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３ パブリックコメントに対する本市の考え方  

条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

全般 

・本条例の制定を切っ掛け

として、住みよいまちづ

くりのため、市民として

できることは前向きに取

り組んでいきたい。 

（他１０件） 

 

【関連意見】 

・本条例に基づき、熊本市

を魅力あるものにするた

め、リーダーは筋の通っ

た方向付けを行い、市民

は積極的に参加し、行政

は効率的な施策に努めて

もらいたい。（他 1 件） 

・市民が市民としての自覚

と責任を求められている

条例であり、地域の中で

何ができるかを我々自身

が考えていかなければな

らない。（他 1 件） 

これからの地方分権や少子高齢化の進展など

に対応するためには、市民、市議会、市の執行

機関がそれぞれの役割を担い、自ら進んで行動

していくことが必要であり本条例を制定するも

のです。 

本市としましても、参画と協働による自主自

立の新しいくまもとづくりに向けた取り組み

を、さらに進めてまいりたいと考えております。

②
②

全般 

 

・自治体の憲法として、日

本国憲法や人権教育啓発

基 本 法 に 明 示 し て あ る

様々な人権問題、人権課

題 を 明 確 に し て お く べ

き。人権の世紀にふさわ

しいものを望む（他６件）

 

【関連意見】 

・ホームレスなど、一人一

人の人権を大切に対応を

人権問題は、自治の範疇だけにとどまるもの

ではなく、人類普遍の問題として、本市としま

しても、その重要性は認識しております。本条

例は、本市における自治の基本理念や仕組み等

を定める条例であり、人権課題の一つ一つを例

示してはおりません。 

しかしながら、人権尊重の重要性をさらに強

調するために、ご意見を踏まえ、前文において、

「市民一人ひとりの人権と個性を尊重し・・」

を、「 U日本国憲法で保障されている個人の尊

重・法の下の平等のもと U、市民一人ひとりの U

個性と人権 Uを尊重し・・」と、加筆修正いたし

ました。 

 

①
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

全般 

・ 具体的に、行政と市民が

どう連動するのかが見え

てこない。実行性の担保

が欲しい。（他 6 件） 

 

【関連意見】 

・ 自治の基本は、自主独立、

自律だと思うので市民一

人一人の意見や意思を形

にできるような仕組みづ

くりができればと思う。

・ 若者の市政への参加促進

を望む 

第３章「参加と協働のまちづくり」の各条で

定める事項に従い、市民参画制度により市民参

画の仕組みづくりを進めるとともに、施策への

市民意見の反映に努めます。また、市民活動団

体との連携、地域の自主的なまちづくりを支援

してまいります。 

そして、このような取り組みを進める中で、

一人でも多くの市民の方が積極的に市政に関わ

ることによって、協働のまちづくりが進んでい

くものと考えております。 

③

全般 

・市民会議素案はほぼ網羅

されまとまっている。 

（他 2 件） 

【関連意見】 

・制定過程も市民参加型で

評価する。（他 2 件） 

・市民会議素案から離れな

いように（他 1 件） 

・市民会議案との整合性が

保たれていない。似て非

なるものになっている。

（他４件） 

・制定のプロセスは、市民

会議との協働がとられて

いない。 

今回お示しした素案は、市民会議から頂いた

提言をベースとしながら、地域説明会などを通

じ更に広く市民の皆様からの意見を求め、これ

らを踏まえて全庁挙げて検討を行うとともに、

専門家による法的な検証を加え、策定したもの

です。 

これらの作業を進めるにあたっては、これま

での市民会議の議論や提言の内容を尊重してい

ます。 

②

全般 

・市民の直接市政参加を視

野にいれた、住民自治の

あり方を視点とした条例

でなければならない。と

いうことを議論すべき。

（他 1 件） 

地方自治の本旨の一つである住民自治のあり

方を視点とした条例であると考えています。 
②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

全般 

・参画の機会について市民

にどのようにＰＲし、ど

のように選ぶのか。（他 1

件） 

第９条に基づき、参画機会の拡充に努めてい

くとともに、今後更に、広報活動にも積極的に

取り組みます。また、市民の自主的、積極的な

参画を基本とした協働による自主自立のまちづ

くりを進めてまいりたいと考えています。 

③

全般 

・解決すべき課題に対応で

きなければ、制定の意味

が無い。（他 1 件） 

・条文全部を実行できる具

体的な事項に。 

自治基本条例は、地方自治の本旨に基づいて、

本市が抱える様々な課題を、市民、市議会、行

政が、それぞれの役割を担い協働で取り組み、

解決を目指していくための基本となる事項を定

めたものです。 

今後、個別の問題については、それぞれの分

野での対応を図る必要があります。その際に、

全ての分野で共通する基本的な姿勢を定める、

大変重要な条例と位置づけております。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

全般 

・地方分権化の中で市民が

自治の主体として、ルー

ルを定め、情報の共有・

参画と協働の仕組みづく

りを進められることは大

歓迎である。（他 22 件）

 

【関連意見】 

・素案についてはよくでき

ており異議無い。期待し

ている。今後、積極的に

取り組み実効性のあるも

のにしてほしい。 

（他 38 件） 

・地方の独自性を発揮して

いく上で、このような自

治基本条例の制定は必要

であり意義のあることと

思う。（他 4 件） 

・条例に対する理解はでき

た。（他 5 件） 

・個人個人にわかりやすい

市政を望む。 

・条例に対する姿勢に敬服

する。行政が変わりつつ

あることを実感した。 

 （他 5 件） 

・市民にもっとアピールで

きるシステムを作るべき。

今後、条例の理念や基本的な考え方などに対

する市民の皆様への周知・広報に努めるととも

に、本条例に基づき、自主自立で築く協働のま

ちづくりを更に推進してまいります。 

②

全般 

 

・基本原則として、危機管

理や環境保全などを盛り

込むべき。（他 1 件） 

本条例は、自治の基本理念等を謳った条例で

あり、個別具体的な事項については、それぞれ

の分野で対応してまいります。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

全般 

・市の行政執行により市民

が受けた不利益を救済す

る機関に関する規定を設

けてほしい。 

・ 行政・人権オンブズマン

制度等などの検討を 

（他 1 件） 

ご提言については、別途個別に検討していく

必要があると考えます。 

 

 

 

④

全般 

・別途法令や条例等で定め

られているのに、特にこ

の条例を定める必要があ

るのか。（他 1 件） 

 

【関連意見】 

・市民の自治意識が低い中

では、効果が薄い。地域

活動を通じて自治意識を

高めてから制定しては。

いくつかの条文の中には、既に法律や条例で

定められているものもあります。 

しかしながら、これらを包含し、本市の自治

の基本理念や基本的事項を条例として定めるこ

とは、地方分権、少子高齢化などに対応し、自

己決定と自己責任に基づく市民、市議会、市の

執行機関等の参画と協働による新しいくまもと

づくりを進めるために必要なものであり、また

大変重要であると考えております。 

③

 

全般 

・条例違反について罰則を

定めるべき 

（他２件） 

罰則は、個別具体的な行為の違反をとらえて

初めて適用されるもので、本条例は自治の基本

ルールを定める理念条例であることから、罰則

規定はなじまないと考えます。そこで、条例を

推進するために、第 13 条において、自治推進委

員会の設置を規定したところです。また、本市

としても、今後、条例の趣旨が広く浸透するよ

う努めてまいります。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

 

 

 

①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全般 

 

・平易な文体で好感が持て

るが、市民の誰もが理解

できるよう、さらに表現

を工夫してほしい。 

（他４件） 

 

【関連意見】 

・言葉の一貫性にも注意し、

また、小中学生にもわか

るよう文字の大きさにも

配慮を（他２件） 

・全体的に分かりやすく理

解できた。 

・ですます調を「～ある。」

としたほうがよい 

・条例を広報するため、若

者、小学生等用のバージ

ョンを作成しては 

本条例の趣旨や目的から、全ての市民の皆様

にご理解いただけるよう、全体的に平易な表現

に心がけております。さらに、ご意見の趣旨を

踏まえ、例えば、第 6 条 3 号、「市の職員は、・・・

誠実に職務を U遂行します U。」を、「市の職員

は、・・・誠実に職務を U行います U。」と修正する

など、全体を通じて今一度表現の見直しを行い、

必要な修正を加えました。 

 

 

なお、このようなことから「ですます」調で

統一しております。 
③

 

全般 

・ こ れ ま で 条 例 制 定 に 向

け、どのように取り組ん

できたのか。プロセスが

重要。（他２件） 

 

【関連意見】 

・町内では自主防災クラブ

等の立ち上げを予定して

いるので、この条例を早

期に制定してほしい。 

・一部の意見ではなく公平

な立場で作ってほしい。

・もっと早く作るべき。 

・浸透が足りない中、３月

議会の上程は早すぎる。

・形だけ整えようとする行

政の無責任さを感じる。

本条例については、平成 15 年 9 月に市政だよ

り等で公募した市民 116 名の皆様で「市民会議

としての条例案」を作り、その後、これを基に

地域説明会等を開催し、さらに幅広い意見を求

めるとともに全庁的な検討を行い、加えて専門

家による検証を経て条例素案を作っておりま

す。 

更にパブリックコメントについても、通常よ

り 3 週間ほど長く期間を設けるとともに、市政

だより 1 月号での全文掲載、出前講座や町内自

治会長をはじめとする地域説明会、中心部での

オープンハウスの開催、新聞等を活用した広報

など、様々な手法で広く市民の皆様にご理解頂

くとともに、素案に対する幅広い意見を求めて

きたところです。 

今後、本年 3 月に開催される定例市議会へ提

案いたします。 

⑤
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

全般 

・小中学校、各校区への出

前講座など、広報活動に

努め、更に多くの市民の

理解を求めていくべき。

（他１件） 

 

【関連意見】 

・まだまだ知らない人も多

い。 

本市としても、パブリックコメント期間終了

後も、市民の皆様への広報活動に取り組んでい

かなければならないと考えており、ご提言を含

め、さらに努力してまいります。 

 

 

 

 

 

④

 

全般 

・条例の趣旨を明確にする

ため、「暮らしやすい街づ

くりを市民自ら進めてい

くための」か、「市民によ

る市民のための」熊本市

自治基本条例としては。

（他１件） 

条例の名称については、本市自治の基本を定

めたものであり、簡潔に表現いたしました。 

 

 

 

 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

前文 

・ 熊本市の特性が出ていな

い。 T 

【関連意見】 

・特性としては、お城、森

の都、九州中央などが考

えられる。 

・心豊かだけでなく安全安

心の事項が必要 

・国及び世界全体の中での

熊本市の位置づけや基本

姿勢を明確にする文章を

・あまりにもそっけないよ

うな印象を受ける。案よ

り解説文のほうが説得力

がある。（他 1 件） 

・ 少子高齢化など社会的背

景の説明も必要。 

（他１件） 

・ この条例が市民参画と協

働によりつくられたとい

う経緯を追加。 

・ 「本市」でなく「熊本市」

とすべき。 

・ 市民会議素案をそのまま

採用。（他 1 件） 

・ 市民が一致団結して後に

続くことができようなビ

ジョンを掲げ、市政にお

ける市民の共通目標とし

て意識改革を行っていっ

てはどうか。 

・ 全体の修正案提示 

（他１件） 

・一部修正案（１３件） 

 

前文は、本条例を制定する背景や意義を簡潔

に表現することを主眼としてまとめておりま

す。その中で、熊本市の特性も表現したところ

です。 

しかしながら、様々に寄せられたご意見や修

正案を一つ一つ改めて検討させていただき、「清

らかで豊かな地下水に恵まれ、歴史と文化が息

づく都市と自然が調和したまち」を、「清らかな

地下水に恵まれ、 U熊本城に代表される歴史的遺

産や様々 Uな文化が息づく、都市 Uの機能 Uと U豊かな

U自然が調和 Uしている Uまちです。」へ、また、安

全安心についても、「心豊かに生活できるまち」

を、「心豊かに U安心して U生活できるまち」へ加

筆修正いたしました。 

  

 

 

 

①

 

 

 

 

 

 

 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

前文 

・憲法などに明記されてい

る人権擁護と平和の希求

について前文に掲げて、

差別を許さない決意を表

明してほしい。（他 1 件）

 

【関連意見】 

・社会的弱者を大切にし、

差別しないことを盛り込

むべき。（他 4 件） 

・市民を主語にした住民自

治を前文に明記すべき。

（他 3 件） 

・ 「 市 民 一 人 ひ と り の 人

権」を「お互いの人権」

に変更。 

・ 末尾の主語を「わたし」

として市長の責任を明確

に。（他 1 件） 

 

人権擁護については、ご提案の趣旨を踏まえ、

「多くの人々のたゆまぬ努力により成長してき

たこのまちを、市民一人ひとりの人権と個性を

尊重しながら」を「多くの人々の U英知 Uとたゆま

ぬ努力により成長してきたこのまちを、 U日本国

憲法に保障されている個人の尊重・法の下の平

等のもと U、市民一人ひとりの U個性と人権 Uを尊重

しながら」に加筆・修正いたしました。 

平和については最も基本的な重要な事柄であ

りますが、本条例が自治の基本ルールを定める

ものであり、また本市においては平成 7 年に「平

和都市宣言」を行っていることから、この条例

では盛り込んでおりません。 

なお、本条例は地方自治の理念を確立するも

のであり、熊本市のまちづくりに関わる全ての

人を対象として、住民自治だけではなく団体自

治も含むものとしています。 

①

③

 

１条 ・ 個性豊かと言う表現では

中身がわからない。 

 

【関連意見】 

・ 弱者が最も大切にするま

ち を 目 的 に 掲 げ て ほ し

い。 

・ 「…自治を推進し、もっ

て人権を尊重し、個性豊

かで」とする。 

・ 「…自治を推進し、住民

の福祉の向上と個性豊か

で」とする。 

この条例は、参画と協働のまちづくりという

基本原則の下、地方自治の本旨に基づく自治を

推進し、それによって個性豊かで活力に満ちた

地域社会を実現していくことを目的としており

ます。人権尊重については、基本的な考え方と

して、ご意見を踏まえ、前文において、「市民一

人ひとりの人権と個性を尊重し・・」を「 U日本

国憲法で保障されている個人の尊重・法の下の

平等のもと、U市民一人ひとりの U個性と人権 Uを尊

重し・・」と加筆修正しました。 

また、「個性豊か」の具体的な内容や福祉の増

進などは、実際にまちづくりを進める中で具体

化していくものと考えており、第 1 条に規定す

るこの条例の目的としては、現行の内容が適切

と判断しております。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

 

１条 ・「まちづくりの基本原則」

を「自治の基本原則」に、

また目的も「自治の実現」

に変えるべき（他 4 件）

 

【関連意見】 

・ 「自治の本旨」を「本来

の趣旨」とわかりやすく

すべき（他 1 件） 

・ 「参画と協働で取り組む

まちづくり」に変更。 

・ 基本原則を「基本ルール」

に変更。 

・ 「個性豊かに市民一人ひ

と り が 輝 く 活 力 に 満 ち

た」とする。 

・ 「この条例は、日本国憲

法が規定する地方自治体

の本旨に基づきまちづく

りの基本原則を定めて、

個性豊かで活力に満ちた

地域社会の実現を図るた

めに制定されます。」に変

更。 

この条例は、地方自治の本旨に基づく自治を

推進するために必要な基本ルールを規定するも

のですが、自治の確立は手段であって、最終目

的としては、これによって個性豊かで活力に満

ちた地域社会を実現していくことであると位置

づけたことから、このような表現としておりま

す。 

 

③

１条 ・ 目的として「基本理念を

明らかにし」という表現

を用いるのは法的に適正

でない。例えば「市民の

市民による市民のための

ま ち づ く り を 目 的 と す

る」など、分かりやすい

表現に。 

少子化対策基本法、男女共同参画基本法にお

きましても用例はあり、不適切とは考えており

ません。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

１条 

・「本市」という表現は現代

の 市 民 感 覚 に な じ ま な

い。率直に「熊本市」と

する。 

本条例では「市」「本市」「わたしたちが暮ら

す熊本市」という表現を使用しています。「市」

は、団体としての熊本市全体を指しています。

「本市」は「わが市」という意味で使っており、

熊本市という固有名詞は使用しておりません。

「わたしたちが暮らす熊本市」は、前文等での

ふるさと熊本を表現する一つの親しみやすいフ

レーズとして使っています。 

③

１条 
・解説文に「市政運営の基

本的な原則やルールを定

めている」旨を挿入。 

この条例は、「本市における自治の基本ルー

ル」を定めるものでありますが、新たに作成す

る解説文でわかりやすく説明いたします。 

④

２条 

１号 

・市民の定義の中に定住外

国人は含むのか、含むの

であるなら明記すべきで

はないか。 

この条例では、日本人と外国人の区別はして

おりません。市民の定義にあてはまるものは全

て市民になります。よって、外国人も市民に含

まれます。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

２条 

１号 

・市民の定義は地方自治法

や住民基本台帳法にある

住民を基本とすべきであ

り、市民の定義に通勤通

学者や事業者を入れるの

は不適切ではないか。 

（他 6 件） 

 

 

【関連意見】 

・市民の定義に、法人市民、

ＮＰＯなどの団体を含む

規定とすべき。 

・市民の定義をこのように

定めた場合、第４条の規

定で「市民」と同じサー

ビスを受けられることに

ならないか。 

 

今日のモータリゼ―ションの進展等に伴い、

生活圏が拡大しており、特に、熊本市と近隣町

とで構成する都市圏は年々拡大しております。

そのような中、まちづくりにおいても、昼夜

を問わず市内に通勤・通学をされている方並び

に法人である事業者の皆様との連携・協力が、

これまで以上に必要不可欠であり、熊本市で生

活し、活動している全てのかたがたの参画と協

働でまちづくりは進められるべきとの考えか

ら、本条例においては、通勤・通学者、事業者

も市民の定義に加えました。 

その上で、第 4 条において、市民の参画と協

働のまちづくりへの基本的な権利及び役割を規

定しています。すでにこのような条例を策定し

ている他都市においても、ほとんどの都市が市

民の定義に昼間市民や法人市民を含めておりま

すし、本市の「市民意見提出手続き（パブリッ

クコメント）に関する要綱」や「情報公開条例」

などにおいても、同様に定義しています。 

しかしながら、この規定をもって本市に住民

票をおく市民と全て同等の権利を有すると解す

るものではなく、例えば、この条例においても、

住民投票の条例の制定請求は本市内に選挙権を

持つ者と限っておりますし、その他、市内居住

者とその他で区分しております各種市施設の使

用料等についても、この条項によって見直しを

行うものではありません。 

③

２条 

1 号 

・ ｢又は｣を「または」に 

・ 「者」を「方」又は「人」

に  

「又は」、「者」、「もの」などは、一般的に使

用する法令用語として、統一して使用していま

す。 

③

２条 

１号

ウ 

・ウの「もの」が漢字では

ない。活動するものとは

何か。 

活動するものとは、活動する団体も含めて表

現しております。 
③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

２条 

２号 

・ 「 市 の 執 行 機 関 等 」 の

「等」が不明であるので、

削除しては（他 1 件） 

【関連意見】 

・ここに明示されている限

りでは行政全般と読むこ

とができないため、「…消

防長等」とすべき。 

地方自治法に規定する「市の執行機関」に独

立した権限を有する、公営企業管理者と消防長

を加えて「等」と規定し、行政全体を表すもの

として「市の執行機関等」としています。 

③

２条 

３号 

・ 「主体的に参加」とある

が意味が不明。直接参加

と変更してはどうか。 

 

【関連意見】 

・ 「立案から実施又は評価

まで」に変更。 

・ 「評価の全ての過程にそ

れぞれが対等の立場で主

体的に」とする。 

主体的とは、自らの意思・判断によって行動

することです。本市の自治を確立していくため

には、それぞれが自らの意思で自発的に参加す

ることが基本となることから、「主体的な参画」

としております。 

③

２条 

４号 

・ 「相互に特性を尊重し、

補完し、」を「自主性を尊

重し、対等な立場で相互

に補完し」へ変更 

（他 2 件） 

 

【関連意見】 

・ 「協働 市民のまちづく

りに市議会又は市の執行

機関等がそれぞれの役割

と責任に応じて補完し協

力することをいいます。」

に変更。 

協働の定義は、「それぞれが役割と責任を担

い、相互に特性等を尊重し、補完し、協力する

こと」としておりましたが、ご意見の趣旨をふ

まえ、「それぞれが U対等な立場で U、役割と責任

を担い、相互に特性等を尊重し、補完し、協力

すること」と加筆修正いたします。 

 

①
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

２条 

５号 

・まちづくりの定義が、市

域全体を指すのか地域の

まちづくりを指すのかあ

いまい 

（他８件）。 

・ 「活動している場をソフ

ト的にもハード面でも快

適で」とする。  

・ 本条例では「まちづくり」

について市政の運営方法

にまで踏み込んだものに

なっているため、この表

現では不十分。 

ご意見の趣旨をふまえ、「まちづくり」の定義は、

「自らが生活し、又は活動している U場 Uを・・・」

を「自らが生活し、又は活動している U地域をは

じめとして、わたしたちが暮らす熊本市を魅力

的でより快適に U・・・」に修正します。 

①

２条 

4 号 

・「それぞれが」とあるが、

言葉の意味を説明する条

項であるため、表現を省

略してはならない。 

「市民と市民」「市民と行政」等異なる主体それ

ぞれがという意味です。表現としては簡潔にす

るためこのままにいたしますが、あらためて解

説文に記載します。 

 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

３条 

 

・自治の基本理念として、

第１号の前に「市民は本

市の主権者であり、まち

づくりの主体である。」を

明記すべき。（他１件） 

・自主・自立・自治を三自

の精神として推進するこ

とが必要ではないか。 

・ 市政運営の基本原則、住

民自治の理念、団体自治

の理念を第１条、第３条

で明記すべき 

・ 「自治の基本理念」には

条例制定の意義が凝縮さ

れている。 

・ 自治の理念は、①市民が

主役であること②人権や

一人一人を大事にするこ

と③環境に配慮した魅力

あ る 熊 本 市 に す る こ と

（他 1 件） 

・ 市民自治の基本理念は、

①市民の自主的行動を基

本②情報提供、参画の機

会、市民意見の反映③国

や県に対しては、市の自

立に変更。 

 

ご指摘の趣旨は前文に記載しており、これを

踏まえて第 3 条の自治の基本理念を規定したと

ころです。また、第 3 条第２号において、「自治

の主体である市民」と明記しております。 

市政運営の基本原則や住民自治、団体自治の

理念については、第 3 条の各号で盛り込まれて

いると考えております。 

また、人権尊重の重要性をさらに強調するた

めに、ご意見を踏まえ、前文において、「市民一

人ひとりの人権と個性を尊重し・・」を「 U日本

国憲法で保障されている個人の尊重・法の下の

平等のもと、U市民一人ひとりの U個性と人権 Uを尊

重し・・」と加筆修正いたしました。 

今後、市民の皆様に周知を図るとともに、条

例理念の浸透に向けて取り組んでまいります。

 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

３条 

１号 

３号 

 

・基本理念として、具体的

な人権阻害の要因を列挙

するなど、人権について、

詳 し い 記 載 が 必 要 で あ

る。 

（他 6 件）  

 

【関連意見】 

年齢に関係なく意見を取り

入れて欲しい。 

本市としましても、人権問題の重要性は認識

しておりますが、本条例は、本市における自治

の仕組みともいうべきものを定める条例である

ことから、人権課題の一つ一つを例示してはお

りません。 

しかしながら、人権尊重の重要性をさらに強

調するために、ご意見を踏まえ、前文において、

「市民一人ひとりの人権と個性を尊重し・・」

を、「 U日本国憲法で保障されている個人の尊

重・法の下の平等のもと U、市民一人ひとりの U

個性と人権 Uを尊重し・・」と、加筆修正いたし

ました。 

 

③

３条 

１号 

・市民の意志の反映の仕方

をもっと具体的に示して

欲しい。 

市民意見の反映の手法は、対象となる施策や

事業等によって様々な手法が考えられますの

で、具体的な反映や参画の仕組みについては、

それぞれの案件に応じ、今後検討し、整備して

まいります。 

③

３条 

３号 

（3）については別に条立て

して、基本原則の規定と

して盛り込むべき 

第３章で別に規定しています。 ②

３条 

４号 

・原文のままでは、市が勝

手に市政を進めるようと

いうような、誤解を生じ

るのではないか（他 4 件）

 

 

「市の自立」でいう「市」とは、団体として

の熊本市全体のことです。この点は、解説等で

明記します。 

ここで掲げている理念は、熊本市として、自

己決定・自己責任に基づく自治体運営を進めて

いくことを表現したものでありますが、ご意見

を踏まえ、「市自らからの意思と責任のもとで市

政が行われること」を、「市自らの意思と責任の

もとで、 U自立した U市政が行われること」に加筆

修正いたします。 

①

３条 

４号 

・「意志と責任のもとで」を

「判断と責任において」

に変更。（他 1 件） 

自己決定とは、判断するだけではなく意思を

もって決めることと考えます。 
③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

３条 

・自治の基本理念について

は、市民憲章として別途

啓発する方法もある。 

自治基本条例は、自治の基本理念を市議会の

「議決」を経て、「法規範としての条例」として

規定することが意味があると考えます。 

③

４条 

１項

１号 

・この項に市議会が入ると、

議会活動にも参画できる

かのような誤解を招く。

よって、「市の執行機関及

び市議会と協働し」を削

除し、「市の政策形成の過

程及び」に変更 

これからのまちづくりは、本市を構成する市

民とその市民によって選ばれた議員で構成され

る議会及び行政の三者による協働が重要であ

り、このような表現といたしております。なお、

第 2 条の「協働」の定義では、「それぞれが U対

等の立場で U役割と責任を担い、相互に特性等を

尊重し・・」となっておりますので、この条文

は、議会活動への直接的な参画を意味するもの

ではありません。 

③

４条 

１項 

１号 

・「まちづくりに参画する権

利」と書くと、町内会な

どの地域社会への参加と

いう意味に誤解される恐

れがあるため、『まちづく

り』を「市政」に変更。（他

1 件） 

まちづくりへの参画は、地域単位での参画の

みを指すものではなく、本市全体に関わる課題

への参画も含め幅広い意味を持つものとして使

用しているところであり、第 2 条定義の中で、

「自ら生活し、活動している U地域をはじめとし

て、私たちが暮らす熊本市 Uを」という表現に修

正しております。 

③

4 条 

１項 

２号 

・情報を求める権利だけで

は弱い。知る権利を明記

していただきたい。 

（他９件）  

素案では、「市の執行機関等及び市議会に対し

情報を求める権利」をもって知る権利の内容を

と規定していましたが、ご意見を踏まえ、この

意味を明確にするために、「市民参画の前提 Uと

して、 U市の執行機関等に・・・」を、「市民参

画の U前提となる、知る権利としての U市の執行機

関・・・」と加筆修正いたしました。 

①

４条 

１項 

２号 

・「市の執行機関等及び市議

会に対し、」を削除し「市

政に関する」に変更 

市民参画の前提として情報を求める権利を規

定していることから、情報を求める対象を明確

にしております。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

４条 

 

・ 第 4 条(4)として、「市民

は市政に参画協働しない

ことを理由に不利益を受

けることはありません。」

を追加（他 1 件） 

 

【関連意見】 

・ まちづくりに参画しない

権利を明記する。 

（他 1 件） 

参画と協働は、まちづくりに不可欠なものと

して規定しておりますが、だからといって参画

協働をしないことにより、不利益を受けるもの

ではありません。 

③

４条 

１項

３号 

・ (3)に関しては、意見を述

べる方法を具体的に明記

すべき。 

【関連意見】 

・ 広義的なまちづくりを進

めることが重要であり、

まちづくりの制度的な保

障について具体的記載が

必要。 

現行においても、このようなパブリックコメ

ント制度などを設け実施しておりますが、意見

を述べる方法としては、第 9 条の市民参画制度

の中で、「市の執行機関等は、・・・市民参画の

ための仕組みを整備します。」と規定しておりま

す。 

今後、更にそのような参画の仕組みづくりに

おいて充実を図ってまいります。 

 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

４条 

１項 

・ 第 4 条（4）として、行政

サ ー ビ ス を 受 け る 権 利

や、良好な環境のもと安

心で安全な生活を営む権

利等を規定してほしい。

（他 1 件） 

 

【関連意見】 

・ 第 9条、第 18 条にあるが、

行政評価への市民参画の

権利をここに追記しては

どうか。 

・ 以下の内容を盛り込む。

①市議会及び市の執行機

関等から情報を受け取る

権利②まちづくりに参画

する又はしない権利③市

政に関して意見を述べ、

提案をする権利④市議会

及び市の執行機関等が、

市民の参画権について、

市議会及び市の執行機関

等 が 最 大 限 の 保 障 を 行

い、意見及び提案を尊重

すること。 

・ 市民の参画権と情報請求

権について、市議会（第

5 条）や市の執行機関等

（第 6 条）で保障すべき。

・ 以下の内容については、

よ り 明 確 に 条 文 化 す べ

き。①知る権利②市政に

参画する権利③市民・議

会・行政間の対等な立場

と協働する権利④意見を

表明し、提案する権利 

本条文の各号は、自治の理念を実現するため

の権利を特に規定したものです。 

なお、第 1 項の｢自治の理念を実現するため、

U法令に定める権利及び U次 Uに掲げる U権利を有し

…｣を、より正確にわかりやすくするため、「 U日

本国憲法及び U法令に定める権利 U・義務を有する

とともに、 U自治の基本理念を実現するため、次

Uの U権利を有し、市政に参画します。」と加筆修

正いたしました。 

①



 30

条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

４条 

 

・権利とともに市民の義務

を明確にすべき。 

（他５件） 

【関連意見】 

・ 法で定められた義務を果

たすことは権利の行使と

同様に重要であるので、

「であることを認識し、」

の後に「行政サービスに

伴う納税等の義務を果た

す…」を挿入する。 

・ 「…主体であることを認

識し、諸法規尊重の念を

忘れず、」その発言と行動

に責任をもち、」を追加。

・ 4 条 2・3 章で、市民には

自主・自立の地域づくり

を強く求めると解説にあ

るが、その後が見えない。

・ 「…次に掲げる権利を有

し、住民自治を発展させ

市政に参画します」とす

る。 

・ 権利の行使に対して執行

機 関 は 応 え る 義 務 が あ

り、そのためには相当の

時間と労力を要する。権

利 へ の 過 度 な 期 待 を 避

け、行政運営のスピード

化と経費節減も同時に叶

え る 条 例 に す る た め に

も、表現方法の再考を。

・基本原則については、統

制されるべき事項は明確

に示していただきたい。

ご指摘を踏まえ、市民の役割をより明確にす

るため、現行の「法令に定める権利及び次に掲

げる権利を有し、・・・」を、「 U日本国憲法及び

法 令 に 定 め る 権 利 ・ 義 務 を 有 す る と と も に

U・・・・市政に参画します。」とし、また 2 項

において、現行の｢その発言と行動に責任を持

ち、まちづくりに取り組みます。｣を、｢その発

言と行動に責任を持ち U、自ら Uまちづくりに取り

組みます｣と、加筆修正しました。 

①
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

４条 

２項 

・「責任をもち、」の後に「地

域 社 会 の 発 展 に 寄 与 す

る」を挿入し、身近な地

域 と の 関 係 を 記 載 す べ

き。 

ここでは、まちづくりへの参画を地域単位の

みを指すものではなく、本市全体に関わる課題

も含め幅広い意味をもつものとして使用してお

り、地域のまちづくりについては、第 12 条で規

定しています。 

また、まちづくりを狭い意味にとられないよ

う、第２条において、まちづくりの定義を加筆

修正いたしました。 

③

４条 

２項 

・「まちづくりに取り組みま

す」を削除。文末を「持

つこととします。」へ。 

（他 1 件） 

市民の皆様の自主的、積極的なまちづくりへ

の取り組みがなされることが、新しいまちづく

に必要不可欠な事柄であり、原文のままといた

します。 

 

③

４条 

３項 

・ 「まちづくりに取り組み

ます」を削除。文末を「努

めます。」へ。（他 1 件）

 

【関連意見】 

・ ４条と切り離し、次の条

に（事業者の責務）を設

ける。 

事業者に関しては、市民として第４条に加え

ており、また、単に義務を課す消極的な面だけ

ではなく、より積極的にまちづくりへ貢献して

いただきたいとの意味を含めて「まちづくりに

取り組みます。」と規定しています。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

５条 

１項 

・「市議会は、自治の基本理

念に則り、市の議決機関

としての権限を行使し、

自治を推進する責務を有

する。」を挿入するなど、

議 会 の 立 場 を 尊 重 し つ

つ、その責務を明確に記

載すべき。（他 1 件） 

【関連意見】 

・ 市議会の当然ともいえる

役割が改めて明記される

ことで、議会内に緊張感

が生まれ、その職務の責

任が深く認識されること

を期待する。特に政策立

案 能 力 の 向 上 を 期 待 す

る。 

・ 「市政運営を監視し、」を

「市の執行機関等を監視

し、」に変更。 

・ 「市政運営」と「市の行

政運営」とがあるが、こ

の表現で問題ないか。 

・  

本条文は、議会の最も基本的な機能である、

議決及び市政運営のチェック・監視について、

簡潔に規定したものです。 

しかし、市議会の機能や役割をより明確にす

るため、「市政の実現に努めます。」を「市政 Uが

U実現 Uされるよう U努めます。」に加筆修正いたし

ました。 

 

①

５条 
・見出しの「役割」を「責

務」又は「義務」に変更。

「責務」「義務」とすると限定された狭いイメ

ージとなることから、ここでは広い意味で「役

割」としました。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

５条 

２項 

・「市議会議員は、…市民の

まちづくりを進めるため

に公平及び公正に市全体

の利益を考え」を追加。

第５条第１項に含まれています。 ②

５条 

２項 

・ 議会の役割が議決機関な

らば、議員の役割は政策

立案能力ではなく、例え

ば、審議する能力や政策

を提案するが適切では。

【関連意見】 

・ 市議会議員は、「合議制の

機関を組織して、議決の

数に加わる権利を持つ者

として、政策立案能力の

向上に努めるとともに、」

を追加。 

市議会議員の役割については、簡潔に表現し

ておりますが、よりわかりやすくするため「市

議会議員は、 U政策立案能力の向上 Uに努めるとと

もに、」を、｢市議会議員は、 U政策の提案及び立

法に関する活動 Uに努めるとともに、｣と加筆修

正しました。 

 

①

５条 

２項 

・ 「市議会議員は、市民へ

の奉仕者として」に変更。

【関連意見】 

・ 『市全体の利益』を「市

民全体の利益」に変更。

（他 1 件） 

・ 市 民 会 議 素 案 に あ っ た

「市民の負託に応えて」

を挿入すべき。 

ご意見の趣旨を踏まえ、 U「市全体の利益 Uのた

めに」を「 U市民の信頼に応え、市民 Uのため」と

加筆修正しました。 

①

５条 

・ 市議会議員は広範な市民

意 見 の 聴 取 に 努 め る な

ど、しっかりと市民の信

託に答えて頂きたい。 

【関連意見】 

・ ・市議会は、市民の意見

集約をどのような手法で

行 っ て い る か わ か ら な

い。 

 

議会における市民意見集約については、第５

条第 1 項の規定において「広範な意見集約に努

めるとともに・・」と規定されており、ご意見

の趣旨は含まれているものと考えます。 

 

②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

５条 

１項 

・『公平及び公正』は公正の

ほうが重い。「公正及び公

平」にする。他も同様（他

1 件） 

「公平、公正」については、いずれも重要な

ものと考えます。また公正に行われる前提とし

て、公平であるべきことから原文のままとしま

した。 

③

６条 

１項 

・「市の代表」→「市民の代

表」に変更 

 

 

市長は、直接選挙で選ばれた市民の代表であ

るとともに、法人格を有する団体としての熊本

市の代表であることから、両方の意味を含め市

の代表としております。 

③

６条 

１項 

・「市長は、この条例を遵守

し、自治を推進するとと

もに、公正かつ誠実に市

政運営を行わなければな

りません。」に変更。（他 1

件） 

本条例の遵守については、第２８条第２項に

おいて同趣旨の規定をおいています。 

 

 

 

 

②

６条 

・「市長は公正に誠実に」「職

員は奉仕者」とあるが、

市役所の対応が煩雑。（16

条、22 条も同じく） 

第１６条、第 22 条、第２１条の規定に基づき、

今後さらに部局の連携を図り、総合的な行政サ

ービスを提供するとともに、わかりやすい市政

運営に取り組みます。 

②

６条 

３項 

・市民に向かってこのよう

に市職員の役割が明言さ

れることも、この条例制

定の利点であり、意義を

感じた。 

この条文に基づき、今後さらに全庁あげて市

職員としての職務を誠実に遂行してまいりま

す。 

②

６条 

・「市民の信頼に応え、市民

の人権を尊重し、公平及

び公正であり…」と追加。

（他 1 件） 

本条２項 1 号において、市の執行機関等は、

市民の信頼に応え公正であり透明性を高めると

規定しており、全ての市民を等しく尊重するこ

との趣旨は含まれていると考えておりますが、

ご意見の趣旨を踏まえ、前文を加筆修正いたし

ました。 

③

６条 

２項 

１号 

・「（1）透明性を高めるため

に、個人情報を除いて原

則公開します。」に変更。

第 22 条で積極的な情報の開示、提供による情

報の共有を掲げております。 
②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

６条 

２項 

・ 費用対効果は福祉に限定

されるものではないので

別号立てにする。「すべて

の市政は、最小の経費で

最 大 の 効 果 を 挙 げ る こ

と」に変更。（他 1 件）

 

【関連意見】 

・ 「 … 増 進 を 図 る と と も

に、公共事業は無駄をな

くし最小の経費で」とす

る。 

第 6 条でいう「福祉の増進」とは、地方自治

法第１条に規定される地方自治体の役割からの

引用によるもので、社会福祉のみを表すもので

はありません。 

「最少の経費で最大の効果を挙げて」との記

載には、ご意見の趣旨が含まれています。 

②

６条 

２項 

４号 

・「本市の文化・歴史遺産を

生かし、環境整備により

活性化させ市の独自の発

展を実現する」に変更を。

 

【関連意見】 

・「個性豊かで活力に満ちた

地域社会」という意味があ

いまい、また、活力と書く

と、経済活力だけであるか

のように受け止められるた

め、素案の４号を削除し、

「政策形成過程において、

市 民 の 参 加 を 推 進 す る こ

と。」を新たに４号とする。

（他 1 件） 

・ 「本市の特性を生かし」

を削除。 

第 6 条では本市の特性について限定せず、歴

史文化遺産をはじめ地下水などの自然環境、地

理的特性、人材その他、あらゆる要素について、

総じて「本市の特性」とし、具体的な例示をし

ないこととしました。 

また、『活力』という文言は、経済的活力のみ

を意味するものではなく、市民の皆さんが生き

がいを持って暮らしている様などの意味も含め

より広くとらえています。市民の参画について

は、第９条市民参画制度の中に規定しています

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

６条 

２項 

・市の執行機関の役割の中

に市民参画の機会拡充の

規定を。 

 

・市の執行機関の役割に、

人材育成と登用に柔軟に

対応することを追加。 

 

・ 市の執行機関等の役割に

ついて、「透明性を高める

ために個人情報を除き原

則公開します。」「市民の

意向や実情を把握するた

めに、アンケートや現地

調査を行います。」「社会

的弱者を最も大切にする

ことで福祉の増進を図り

ます。」に変更。（他 1 件）

 

【関連意見】 

・「市民の意向」を「市民の

意見」に変更 

 

 

 

ここでは、市の執行機関等の本質的な役割を

規定しているものです。市民参画の機会の拡充

や人材育成・登用､アンケート調査などは、本質

的な役割というより、第 6 条第２項の各号で定

める事項を果たすために不可欠なものであると

捉えております。 

そこで、第 9 条において、市民参画の仕組み

を整備していくことを規定し市民の意向を把握

しながら市政運営を行っていきます。 

また、人材育成・登用については、第 19 条に

おいて、市政の課題に柔軟に対応できる組織体

制の整備や職員の育成等を規定しています。 

また、本条例は、自治の基本原則を定めるも

のであり、福祉の充実、環境保全、経済活性化

等については、それぞれの分野ごとの条例や計

画等で推進を図っていくこととしております。

③

６条 

３項 

・「全体の奉仕者として市民

の視点に立ち…」を「全

体の奉仕者として市民の

人権を尊重し、市民の視

点に立った位置から…」

に変更 

（他 4 件） 

この条文では、市の職員の基本的な責務を定

めており、この中で、ご意見の趣旨は含まれて

いるものと考えます。なお、人権尊重について

は、前文において「市民一人ひとりの人権と個

性を尊重し・・」を「 U日本国憲法で保障されて

いる個人の尊重・法の下の平等のもと、 U市民一

人ひとりの U個性と人権 Uを尊重し・・」と加筆修

正しました。 

 

②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

６条 

３項 

・職員は、「職員として自覚

し、職務に対する知識及

び能力を修得し」全体の

奉仕者として市民の視点

に立ち、「忠実・迅速に」

職務を遂行します。に変

更。 

 

【関連意見】 

・「必要な知識及び能力の修

得と向上」とあるが、「市

民との協働」に必要な知

識と能力の修得など具体

的にすべきでは。 

「必要な知識及び能力の修得」に努めるとい

う中に、ご意見の趣旨は含まれているものと考

えます。 

 

 

②

６条 

３項 

・ 「全体の奉仕者」を「市

民全体の奉仕者」へ変更。

 

【関連意見】 

・ 「全体の奉仕者」を「市

民への奉仕者として」に

変更。（他１件） 

・ 「奉仕者」とは無給で労

働している者を連想させ

るため、「奉職者」に変更。

全体の奉仕者という意味には、市民の奉仕者

であるということはもとより、一部の人々の奉

仕者ではないという２つの意味があると考えて

おり、通常使用される「全体の奉仕者」としま

す。 

③

６条 

３項 

・ 市職員も市民との協働に

取り組む規定を挿入。 

職員は、市の執行機関等の業務を行うための

補助機関であり、市の執行機関の役割を果たす

ために職務を行うこととなります。そのため、

必然的に市の職員も協働に取り組むこととなり

ます。 

②



 38

条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

６条 

１項 

・ 「…市の代表として、団

体自治の原則に基づき公

平かつ誠実に」とする。

 

【関連意見】 

・ 「市の代表として」を「市

民への奉仕者として」に

変更。 

・ 「市の代表として」を「市

民の信託を受けて」に変

更。 

本条２項 1 号において、市の執行機関等は、

市民の信頼に応え公正であり透明性を高めると

規定しており、全ての市民を等しく尊重するこ

との趣旨は含まれていると考えています。 

②

７条 

 

・まちづくりの定義があい

まいで、地域のまちづく

りに地域活動だけに誤解

される恐れがある。（他 3

件） 

第 2 条において、まちづくりの定義を「自ら

が生活し、又は活動している U場 Uを・・・」を「自

らが生活し、又は活動している U地域をはじめと

して、わたしたちが暮らす熊本市 Uを・・・」に

修正しました。 

①

７条 

１項 

・取り組むとあるが意思を

示 し た だ け で あ り 不 十

分。「熊本市づくり及び市

政運営に努めます」に修

正。（他 1 件） 

市民、市議会、市の執行機関が参画と協働に

よるまちづくりに取り組んでいくことが大事だ

と考えます。そのための仕組みを第３章、第４

章で定めております。 

③

７条 

２項 

・ 具体的な取り組みを記載

すべき。（他 1 件） 

 

【関連意見】 

・男女共同参画について、

個別条例ができれば実効

性が上がる(他１件)。 

・ 「 参 画 お よ び 協 働 の 原

則」では、（１）はもちろ

んだが、（２）に対して大

いに共感する。 

本条例は、自治の基本原則を定めたものであ

り、具体的な男女共同参画社会の実現について

は、現在、平成 14 年に策定した「男女共同参画

プラン」に基づき、全庁的に様々な取組みを進

めております。 

⑤
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

８条 

・青少年子どものまちづく

りへの参画を明記するこ

とは大変重要である。 

（他１０件） 

 

・青少年と子どもを併記す

る必要があるのか 

 

まちづくりは将来の夢を描くことでもあり、

その主役となる青少年・子どものまちづくりへ

の参画は大変重要と考え、広く市民の中に含ま

れる青少年・子どものまちづくりへの参画につ

いて、特に条文を設けたところです。 

「青少年・子ども」の併記につきましては、

一般的に「大人」と区別するために使用されて

いることから、わかりやすい表現として用いて

おります。 

 

 

 

②

 

 

 

 

③

８条 

・青少年・子どもの参画に

ついては、今子どもたち

は学力が低下し、ほかに

すべきことがある。条文

の削除を。 

まちづくりは将来の夢を描くことでもあり、

その主役となる青少年・子どもの「まちづくり

への参画」は大切なことであると考えます。 

本市の教育は、学力だけではなく、生きる力

を育みながら、健やかな心身の育成を目指し、

取り組んでいるところです。 

③

８条 

１項 

 

・青少年育成大綱では、30

歳未満となっているが、整

合性をどう考えるのか。 

（他１件） 

ご指摘の通り、青少年育成大綱では３０歳未

満を青少年としておりますが、ここでは、まち

づくりへの参画の立場から、選挙権や直接請求

権などの参画権を付与されていない、２０歳未

満を青少年・子どもとしております。 

なお、各種施策との整合性については、必要

に応じそれぞれ法令や計画等で定義を行うこと

で、整合性は図られるものと考えます。 

③



 40

条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

８条 

・まちづくりに参画する環

境を整えるとともに、次

代を担う子どもたちを大

切に育み、健やかな成長

を支援する環境整備、安

全対策も重要 

（他 2 件） 

 

【関連意見】 

・ 子どもの権利について、

もっと具体的に記載して

ほしい。（他 1 件） 

・ 町づくりの基本は人づく

りからだと思う。今必要

なのは徳育では？ 

・ 「『こどもの権利条約』を

実 現 さ せ て い く 立 場 か

ら 、 個 人 と し て 尊 重 さ

れ、」に変更。（他 1 件）

・ 「環境づくり」は「環境

整備」に変更。 

・ 権利とすべきか否か。参

画できるよう促すことが

できればよいのでは。 

本条例においては、自治の基本ルールとして、

まちづくりへの青少年や子どもの参画について

明記したものであります。 

そのほかの子どもの権利や子どもたちの成長

支援、あるいは未成年犯罪防止等具体的施策に

つきましては、家庭・学校・地域社会との連携

を図りながら、次世代育成支援行動計画、子ど

も輝きプラン等の関連計画に基づき、積極的に

取り組んでまいります。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

９条 

・ 「重要な施策の立案、実

施及び評価」の表現では

不十分である。市民参画

の必要性や立案段階から

の参画制度を確立する条

文が必要である。 

（他１件） 

 

【関連意見】 

・ 参画のための仕組みを整

備しますでは、あまりに

も理念的で、具体性に乏

しい。（他 2 件） 

・ 現行のパブリックコメン

トなどの充実を望む。 

・ パブリックコメント制度

等具体的に規定すべき。

（他１件） 

・ 第４項として「市民参画

の制度は別に条例で定め

る」を挿入。また、公募

市民の参加とその枠につ

いて明記すべき。 

（他 1 件） 

・  第９条、１０条は、条

例の理念である「協働の

まちづくり」とは程遠い

もので、市民会議案の趣

旨が生かされていない。

本条例については、基本的事項を定めるもの

であり、具体的な参画の手法等については、本

規定に基づき、今後、様々な段階における市民

参画のための仕組みづくりを進める中で具体化

してまいります。 

 

また、現在実施しておりますパブリックコメ

ント制度等についても、意見の提出がしやすい

ような工夫を行うなど、更なる充実を図ってま

いります。 

③

 

 

 

 

 

 

④
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

９条 

・第 9 条を受け、立案段階

の参画は第 16 条で、評価

段階での参画は第 18 条で

規定されているが、実施

の段階での参画は明記さ

れていないのは、なぜか。

第 16 条で規定している総合計画は、まちづく

りの基本指針であり、市民協働を前提に市民参

画の手続きを踏まえ策定すること、また、実施

にあたっても市民参画による評価を行うことか

ら、実施段階での参画も含んでいると解してお

ります。 

なお、地域施設における住民設計、パブリッ

クインボルブメント制度の積極的な導入をはじ

め、具体的な取り組みを進めているところです。

②

９条 

２項 

・①「これを」が指すもの

について②手法であるな

らば手法を公表するとは

ど う い う 意 味 か に つ い

て、解説文で示すべき。

参画を促すためには、参画の手法をお知らせ

することが重要であることから、これを公表す

ることとしました。詳しくは、解説文に記載い

たします。 

④

10 条 

・ パブリックコメント制度

は、市民参画を保障する

大切な制度であるので、

「市の執行機関等は、市

政運営に関わる重要な施

策や計画の策定にあたっ

ては、事前に案を公表し、

市民意見の提出を求め、

施策に反映させるように

努めるとともに、当該意

見に対する市の考え方を

公表します。」 

に変更。（他１件） 

第１０条は、パブリックコメント制度も含め、

市民参画により表明された意見や示された提案

を適切に施策に反映させていこうとする趣旨の

規定です。パブリックコメント制度は、現在も

要綱にしたがって実施しています。 

②

10 条 
・「努めます。」を「反映さ

せます。」に変更。 

全ての意見を反映できるものでないことか

ら、「努めます。」という表現にしました。 
③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

10 条 

・ その結果を市民に公表す

るとしているが、公表で

きないものもあり、記録

を行い必要に応じ公表す

るとしてはどうか。 

 

【関連意見】 

・ 市民の声を反映させるま

でに時間がかかる。速や

かな対応を。  

第１０条で規定しているものは参画及び協働

の基本原則であり、具体的な意見提案の取り扱

いについては、第２５条第２項において定めて

おります。 

なお、公表にあたっては、当然のこととして

情報公開条例、個人情報保護条例により適切に

対応いたします。 

③

 

 

 

 

11 条 

 

 

・自治を推進する主体とし

て、自治会を明確に位置

づけるために、表題「市

民活動団体との協働」を

「自治会等との協働」に

変更する。（他 1 件） 

  

【関連意見】 

・自治会と行政は密接に関

係しており、ボランティ

アや NPO と区別し明確な

仕組みを考える必要があ

る。 

地域のまちづくりにおいて、町内自治会はそ

の中核的な組織でありますが、ここでは、地域

を含め熊本市全体のまちづくりを捉えており、

そのまちづくりにおいて、自治会を含め、NPO

や各種ボランティア団体など、様々な市民活動

団体と連携し、協働で取り組んでいくことを規

定しています。 

 

また、町内自治会など各種団体についてはそ

れぞれに目的、役割なども異なっており、具体

的な連携にあたっては、それぞれの団体ごとに、

特性に応じ効果的に進めてまいりたいと考えて

おります。 

③

 

11 条 

 

 

 

・自治会や各種団体との連

携などについては、具体

的な方針を明確に条項に

加えてほしい。 

第１１条（市民活動団体との連携）によるま

ちづくりを協働で進めるための仕組みを整備し

て参ります。 

具体的には、今後、市民公益活動団体との協

働のあり方についての指針等の策定などに取り

組んでまいりたいと考えています。 

③

11 条 

・支援について、特に財政

的支援の決定権を納税者

にゆだねるところまで踏

みこんではどうか。 

今後の検討課題とさせていただきます。 ④
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

11 条 

・県や JＡ等との連携が必

要。特に、農と観光との

共存など。 

この条文では、市民活動団体との連携を規定

しておりますが、事業者は、市民として参画と

協働に含まれており、第 27 条において、国・県

等との連携も規定しています。 

②

11 条 

・「まちづくりを協働で進め

るための仕組みを整備し

ます。」を「支援等に努め

ます」に変更。（他 1 件）

協働の理念からは、支援を柱とすることは、

適切でないと考えます。 
③

11 条 

・活動する団体と連携する

とあるが、団体といって

もいろいろあると思われ

るが、あらゆる団体と連

携するのか。 

本条は、あくまでも市民が主体となって、自

主的・自発的に公共の利益や社会貢献を目的と

して活動する団体との連携を規定しています。

③

11 条 

・町内会、校区あたりの小

さなところからまとめ、

市 全 体 を ま と め る 工 夫

を。市がひとつの会社経

営者のような立場で考え

ることが大切。 

市民が自治の主体者としての認識を持ち、積

極的にまちづくりへ参加されることを掲げてい

ます。校区自治協議会（各種団体が連携してま

ちづくりを進める組織）の設立などを通じて地

域の連携を強化し、市民相互の協働によるまち

づくりを進めていきます。 

④

11 条 

・「市の執行機関等は、住民

の福祉を目的とした幅広

い市民活動団体と連携を

図り」とする。 

趣旨は同義と考えます。 ②

11 条 

・まちづくりを協働で進め

るための仕組みについて

内容を明記すべき。 

校区自治協議会の設立など、具体的な施策に

取り組む中で進めていきます。 
③

12 条 
・「市民と市の執行機関等

は、」とする。 

地域のまちづくりの主役は市民であるとの思

いから、第 12 条第１項、第 2 項の主語は「市民」

としています。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

12 条 

２項 

・「思いやり」や「ふれあい

といったあいまいな表現

は条文に使うべきではな

い。（他 1 件） 

 

【関連意見】 

・地域のまちづくりは、互

いに十分尊重しながら進

めることが大切。思いや

りふれあいとともに、き

れいな住みよいとしては

どうか 

 

地域づくりにおいては、人びとの融和やふれ

あいが大切であると考えており、できるだけ日

常的な表現にまとめるという考えからこのよう

な規定にしております。 

なお、一方で条文の意図を明確にするため、

「進めるものとし、思いやりとふれあいのある

住みよい地域となるよう努めることとします。」

を「思いやりとふれあいのある住みよい地域と

なるよう…進めることとします。」に修正しまし

た。 

①

12 条 

・ 「地域のまちづくりが推

進 さ れ る よ う 支 援 し ま

す」、｢地域のまちづくり

を市民と協働で推進しま

す｣にしてはどうか。 

・  

【関連意見】 

・ 地域のまちづくりが先に

あって、地域で議論した

結果解決できない課題に

ついて行政に提案すると

いった条文にすべき。 

身近な地域のまちづくりについては、あくま

で地域住民の方々が主役です。 

地域の諸問題については、地域住民が協力し、

解決していくという住民による自治が重要で

す。このため、まず、そこに住む人々が中心と

なって地域づくりを進めていく中で、行政はそ

れを支援することとしていますが、その支援も

市民と協働で進めていくことを前提としていま

す。 

③

 

 

 

②

12 条 

２項 

・互いを十分に尊重しなが

ら進めることが大切。民

主的な話し合いが大切。

第 12 条第 2 項に「互いを十分に尊重しながら」

と記載しております。 
②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

12 条 

・ 市政への参画が個人を主

体としている印象を受け

る。自治を推進する主体

は個人の集合体である、

コミュニティや自治会、

ＮＰＯなどの組織ではな

いか。自治会を基礎とし

て育成し、ＮＰＯ等との

連携を進める姿勢があっ

てもよい。（他 1 件） 

・  

【関連意見】 

・市民会議に入っていたコ

ミュニティの条項を入れる

べき。 

ご意見のとおり、市民協働の具体的なパート

ナーとしては、市民活動団体がその中心となる

と考えられ、この点について、第１１条、第１

２条において、自治会等の地縁団体とともにＮ

ＰＯや各種ボランティア団体など、様々な市民

活動団体との連携・協力を盛り込んでいます。

特に、町内自治会は、地域のまちづくりにお

いて中核的な役割を果たす団体として位置付け

ております。 

なお、コミュニティという言葉をより分かり

やすくするため、協働による地域のまちづくり

として整理いたしました。 

②

12 条 

・「市民は、住民の福祉を目

的として、市民相互の…

ま ち づ く り を 推 進 し ま

す。」とする。 

・「…住みよい地域づくりを

すすめます。」とする。 

この節は、参画と協働についての節であり、

まちづくりについては、第２条において規定し

ています。 

また、まちづくりへの参加は主体的な参画を

基本としていることから「努めます。」という表

現としております。 

③

12 条 

２項 

・「…進めるものとし、必要

な場合は民間事業者の協

力も得て、思いやりと…」

とする。 

市民の中には事業者も含まれています。 ②

12 条 

２項 

・２行目「進めるものとし」

は行政的な言い回しでは

ないか。「尊重しながら進

め、」あるいは「尊重しな

がら取り組み、」とする。

ご意見の趣旨を踏まえ、「尊重しながら進める

ものとし、…努めます。」を「尊重しながら進め

ることとします。」に修正しました。 

①
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

12 条 

・継続的なまちづくりは行

政の短期異動システムの

中ではとても難しい。人

によって施策が変るのは

不都合で、執行機関の支

援では足りない。協働の

仕組みにまで踏み込んで

欲しい。 

今後、具体的な協働の仕組みについては、全

庁的に検討を進め取り組んでまいります。 
④

12 条 

・自治組織の役職任期を６

年にするか、多重役職の

禁止を定め、多くの適任

者に役職を分配すること

を提案する。 

自治組織については、自主的自立的に運営さ

れるものと考えます。 
③

12 条 

２項 

・「互いの人権を十分に尊重

しながら」とする。 

本条文の規定上、現在の表現が適切と考えま

す。なお、人権尊重の重要性をさらに強調する

ために、前文において、「市民一人ひとりの人権

と個性を尊重し・・」を、「 U日本国憲法で保障さ

れている個人の尊重・法の下の平等のもと U、市

民一人ひとりの U個性と人権 Uを尊重し・・」と、

加筆修正いたしました 

②

12 条 

・自治会・町内会は自ら治

める会であるが、行政の

規制があるならば自治会

長 に も 権 限 を 与 え る べ

き。（他 1 件） 

自治会は、住民がお互いに話し合い、協力し

あって自らのコミュニティをつくっていく場で

あり、自治会長には、今後とも住民相互の調整

役としてリーダーシップを発揮していただきた

いと考えます。 

③

 

 

 

13 条 

 

 

 

 

 

 

 

・自治推進委員会の設置方

法等はどうするのか。委

員選考や任命は誰がする

のか。（他２件） 

・ 自治推進委員会に議員や

職 員 が 入 る の は お か し

い。 

 

【関連意見】 

・ 「委員会は、市民、学識

経験者によって構成され

13 条に規定する自治推進委員会は、市長から

の諮問に基づき、審議する組織であり、任命者

は市長です。 

構成人員や会の進め方等、詳細については、

別途、規則等で定めることとしています。委員

会の男女比率に関しては、可能な限り公平な配

分となるよう努めていきます。 

また、本条例では、市民、市議会、行政の協

働によるまちづくりを進めることとしており、

委員の構成についても、同様に、三者で構成す

ることがふさわしいと考えております。 

 

 

 

 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

ます。」とする。（他２件）

・ 「委員会は、市民によっ

て推薦され」（自治に識見

を有する者を含む）、市議

会議員と市の職員も構成

員となります。」とする。

・ 自治推進委員会は、自治

を推進していく上で重要

な位置づけであるため、

「条例で定める」と規定

すべき。 

・ 「委員会は、女性を何％

登用し構成されます。」を

追加。 

 

13 条 

２項 

・ ｢市長に意見を述べるこ

とができる｣を｢…するこ

ととする｣に変更すべき。

 

 

【関連意見】 

・ 「委員会は、市長の諮問

に応じ市長に」に変更。

 

・ 意見を述べることができ

るを意見を「答申するこ

とができる」に変更。 

 委員会の役割としては、市長の諮問に応じ、

意見答申を行うことでありますが、参画と協働

のまちづくりに関する重要な事項については、

市長の諮問以外についても必要に応じて、意見

を述べることができるとしたものです。 

③

13 条 

３項 

・「自治に識見を有するも

の」を「被差別の状況に

ある当事者、人権意識の

高い人」と改めるべき 

本委員会の審議事項や性格上、自治に識見を

有するものという表現が適当と考えます。 

なお、前文において、「市民一人ひとりの人権

と個性を尊重し・・」を、「 U日本国憲法で保障さ

れている個人の尊重・法の下の平等のもと U、市

民一人ひとりの U個性と人権 Uを尊重し・・」と、

加筆修正いたしました。 

 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

13 条 

・ 条例の具体化をチェック

するのは議会の役割であ

り、委員会はその機能を

薄めるものではないか 

 

【関連意見】 

・ 自治推進委員会にチェッ

ク機能が働くのか。 

・ 「…自治の基本理念の実

現に向け、基本条例の実

施状況を」審議し、」に変

更。 

・ 自治推進委員会に持ち込

まれる案件が多過ぎた場

合、二重行政が予想され

る。行政が肥大化しない

ようお願いしたい。 

他の審議会と同様に、本委員会においても、

市長の諮問を受け審議、答申し、これに基づき、

行政が政策立案或いは予算を編成し議会に提案

します。そして、議会において審議し最終的に

決定するという過程となりますので、機能分担

は図られるものと考えます。 

また、自治推進委員会においては、適宜、条

例の進捗状況等について報告し、それを通じ必

要な助言指導が行われることで、委員会として

のチェック機能も確保されると考えます。 

なお、本市においては現在、様々な審議会が

設置されておりますが、それぞれ設置目的や役

割は異なることから、審議会の位置づけに基本

的には上下関係はありません。 

③

14 条 

・ 個別案件ごとではなく、

常設型の住民投票条例の

規定が必要ではないか。

(他 2 件) 

 

【関連意見】 

・ 常設型住民投票条例と直

接請求制度を合わせた上

での市民立法の仕組みも

将来必要とされるのでは

ないか。 

・ 「直接市民の意見を把握

するため」に変更。 

住民投票制度は、市の将来を左右するような

極めて重要な事項に関し、住民の意思を直接問

う必要がある場合に実施するものと考え、間接

民主制度のもと、個別の事案ごとに議会での議

決を経て柔軟に対応ができる個別条例型が妥当

と考えます。 

③

14 条 

１項 

・ 「その事項ごとに定めら

れる条例」とは、どの条

例か。 

・ 住民投票を規定した条例

とは。 

市の将来を左右するような極めて重要な事項

に関し、住民の意思を直接問う必要がある場合

に制定される住民投票の手続きなどを定めた個

別の条例のことです。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

14 条 

１項 

・ 「できる」とあるが、住

民投票条例が制定されれ

ば、市長は実施する「義

務がある」のではないか。

住民投票条例が制定されれば、市長は実施す

る義務があります。 
②

14 条 

１項 

・ 「その」について具体的

に明記すべき。 

「その事項」は、「市政に係る重要事項」のこ

とですが、重複を避けこのような表現にしてい

ます。 

③

 

15 条 

 

 

 

 

・地方自治法で規定されて

いるものをあえて述べる

必要があるのか。（他 1 件）

 

 

 

ご意見のとおり、条例の制定の請求は地方自

治法に規定されておりますが、住民投票制度は、

市の将来を左右するような極めて重要な事項に

関し、住民の意思を直接問う必要がある場合に

実施する住民参画の手法であり、本条例で明確

にしておくことが必要であると考えます。 

③

 

 

 

 

 

 

15 条 

１項 

・選挙権を有するものとな

っているが、第 2 条の市

民の定義や第 8 条の青少

年子どもの参画の規定と

の整合性はどう考えるの

か。 

案件によっては、請求

権の年齢を引き下げても

いいのでは。（他 2 件） 

住民の請求権は地方自治法の規定に則ってお

りますが、案件ごとに条例を定めることで、案

件によっては、条例の中で、投票者の年齢幅を

広げることも可能であると考えております。 

②

15 条 

・「法令の定めるところ・・」

は、地方自治法と明確に

すべき 

請求などの根拠法は地方自治法ですが、手続

きや要件等は、同法施行令や公職選挙法などが

関係することから「法令」という表現にしてお

ります。 

③

15 条 

３項 

・「市長は、市政に関わる重

要事項について、自ら住

民投票を発議することが

できます。」に変更。（他 1

件） 

ご意見の趣旨と同義と考えます。 ②

15 条 

１項 

・「選挙権を有する者は」と

あるが、市民の定義との

関係はどうなるのか。 

住民投票の請求に関しては、地方自治法の規

定に準じて、第２条の市民の定義に掲げるもの

のうち（ア）市内において住所を有する者に限

っています。 

③



 51

条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

14 条

15 条 

・住民投票の問題の質問の

受付など情報開示が十分

に行われるのか。納得で

きる住民投票が行われる

ようにするための条文の

追加が必要。 

十分な情報の提供に努めます。 ②

15 条 

・「政策条例 住民の 50 分

の 1 の連署をもって、個

別条例の制定のための提

案 を 議 会 に 請 求 で き ま

す。」を追加。 

条例の制定請求権は、地方自治法上、市長の

権限として規定されています。 
③

16 条 

２項 

・ 「努めます」を「努めな

ければなりません」とい

う 言 い 回 し に 変 更 す べ

き。（他 1 件） 

 

【関連意見】 

・ 「市民の意見を適切に反

映させます。」に変更。

本条例は、６７万市民の共通する自治の基本ル

ールであり、自己決定・自己責任を基本とする

ことから、全条文において、それぞれの主体が、

「～します」というような形式に統一していま

す。 

③

16 条 

２項 

・ 「市民参画の手続きに従

い」に変更。 

市民参画を行う上では、手続きという文言から

は、「踏まえ」という表現がふさわしいと考えま

す。 

②

16 条 

・ 総合計画や基本計画等に

含まれるものについて、

定義が必要。 

総合計画で定めるべき事項については、「熊本市

総合計画策定に関する訓令」で別途定めており

ます。 

③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

16 条 

・ 総合計画についても、議

会の議決を経ることによ

り、住民の関与が確保さ

れるのでは。 

 

総合計画は、まちづくりの方向を示す「基本

構想」、それを具現化する「基本計画」、「実施計

画」で構成されます。この中で、基本構想は地

方自治法第 2 条第 4 項に基づき議会の議決を経

ることになっており、現行の基本構想は平成１

２年３月に議決されたものです。 

また、基本計画、実施計画についても、市民

参画の手続きを踏まえ策定することにしてお

り、最終的に計画を進めていく個々の事業につ

いても、予算として議会の議決を経ることにな

ります。 

③

16 条 

・ 総合計画は熊本市の全体

計画と考えられるため、

主語を「熊本市は」と修

正すべき。 

・ 進行管理の意味について

明確にするため、「企画立

案、実施及び評価のそれ

ぞれの過程において」を

挿入。 

趣旨は同義であると考えます。 ②

16 条 
・ 市民会議素案の趣旨が生

かされていない。 

市民会議案を元に文言を整理したものであり、

趣旨は生かされているものと考えます。 
②

17 条 

１項 

・「財政の健全化に努め」を

「 財 政 の 健 全 性 を 確 保

し」に変更（他 1 件） 

財政健全化の途上であり、その意味で「確保に

努め」という表現にしております。 
③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

17 条 

・財政状況だけでなく、財

産の保有状況も公開すべ

きである。そこで、「市の

執行機関等は、財政状況

及び財産の保有状況を市

民にわかりやすく公表し

なければなりません。」に

変更。（他 2 件） 

 

【関連意見】 

・財政に関しては、支出の

領収書を含め全て公開す

べき 

財産の保有状況もバランスシートなどを作成

し公開しております。 

また、領収書等は、情報公開条例に基づき公

開の対象となっております。 

 

 

 

 

 

②

17 条 
・監査制度の強化、監査委

員は公募出来ないか。 

監査制度の強化等の課題については、外部監

査制度で対応していきたいと考えます。 
④

17 条 

・財政健全化のため「行政

評価を踏まえた財政の仕

組みを確立する」旨の規

定を挿入。 

第１７条で、総合計画を推進するため、「効率

的で効果的な財政運営を」行うとし、第１８条

で、総合計画の推進にあたっては、「行政評価を

実施」すると記載しており、同義であると考え

ます。 

②

17 条 

・市民会議素案の解説にあ

った、熊本市の現状と今

後の取組みに関する意見

が 記 載 さ れ て お ら ず 残

念。 

条文については、簡潔に規定したところです

が、解説等で記載していきたいと考えておりま

す。 

④

18 条 

１項 

・「総合計画の推進にあたり

行政評価を実施し」は、

評価の実施時期を中期、

完了期として明示すべき

（他 1 件） 

行政評価については、「熊本市行政評価制度実

施要綱」を定め、「政策」、「施策」、「事業」ごと

に評価の時期を定めております。 

②

18 条 

２項 

・ 「市民参画の手続きを踏

まえ」を、「市民参画の手

続きに従い」に変更 

市民参画を行う上では、手続きという文言か

らは、踏まえという表現がふさわしいと考えま

す。 

②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

18 条 

・ 行政評価に関する事項は

条例で定めるべき（他 1

件） 

現在、要綱に基づき実施しておりますが、効

果的な制度設計など未だ試行的な部分もあり、

定着を図っている状況ですので、条例化につい

ては、制度が確立し定着した段階で、改めて検

討してまいりたいと考えております。 

④

18 条 

２項 

・結果を広く公表すると明

記されているが、「広く」

がどの程度なのかはっき

りしないので、解説に書

いてもいいのでは。 

ホームページ等の広報手段を用いて、市民の

皆様に公表します。わかりにくい表現について

は、できるだけ解説を加え記載します。 

④

19 条 

・原案に加え、全体の奉仕

者としての自覚を持つこ

とが必要。 

 

・人間性や人権感覚のする

どいを加えるべき 

全体の奉仕者については、第 6 条 3 項に市の

職員の役割として盛り込んでいます。 

また、人権問題についても原案での「課題に

的確に応える」という中で、ご意見の趣旨は含

まれていると考えております。 

また、前文において、「市民一人ひとりの人権

と個性を尊重し・・」を、「 U日本国憲法で保障さ

れている個人の尊重・法の下の平等のもと U、市

民一人ひとりの U個性と人権 Uを尊重し・・」と、

加筆修正しております。 

②

19 条 

１項 

・「市の執行機関等は、総合

計画、条例、法令、予算

に基づく政策、施策及び

事業を的確に執行するた

めの組織体制を整備しま

す。」とする。 

総合計画、条例、法令、予算に基づく政策、

施策及び事業を的確に執行するための組織体制

を整備することはもちろんのこと、社会経済情

勢の変化、及び多様化する市政の課題に的確に

対応することとしています。 

②

19 条 

１項 

・「市の執行機関は、変化し

多様化する市政の課題に

対応するため」とする。

趣旨は同義であると考えます。 ②

19 条 

２項 

・「職員の育成」を「職員の

保有」に変更。 

そのような職員を活用していくとともに、職

員の育成に努めていくことを規定しています。
③

19 条 

２項 

・「職員の育成を図ります。」

を「職員を育成し、能力

に応じて適正な配置を図

第１項の「効率的で機能的な組織体制」に趣

旨は含まれるものと考えます。 
②



 55

条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

ります。」に変更。 

20 条 

２項 

・｢公募等により U市民の U幅広

い層から｣下線部を追加 
ご意見を踏まえ、「 U市民の U」を追加します。 ①

20 条 

 

・最後の部分を「その全部

又は委員の一部を公募等

により選任するよう努め

なければなりません」に

変更（他 2 件） 

 

【関連意見】 

・ 審議会の委員には、専門

家も必要ではあるが、一

方で経験しないとわから

ないことも多く、現場の

生の声を反映できるよう

な仕組みも必要。 

・ 障害者や高齢者は公募に

応じられない。もっと弱

者の困っている意見を取

り入れて改善することが

必要。 

・ 「委員には、女性の登用

を積極的に進めます。」を

最後に加える。（他 2 件）

 

審議会の委員には、専門的な識見を有する人

は不可欠でありますが、それとともに公募等に

より市民の幅広い層から人材を選任するよう併

せて規定しています。 

また、審議会の設置等に関する指針において、

女性の登用を進めるよう規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③

20 条 

２項 
・「選任します」とする。 

審議会等の役割や性質により判断されるべき

こともあるため、そのままの表現とします。 
③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

21 条 

・｢部局の連携｣を｢部局間の

連携｣に変更 

 

 

部局間のみならず、部局内での迅速な連携協

力が必要なことから、「部局」としています。

 総合的な行政サービスについては、市民の皆

様のニーズも高く、更に努力してまいります。

③

21 条 

・「部局の横断的な連携を図

り、総合的な視点からニ

ーズに合ったサービスを

提供します。とする。 

趣旨と同義であると考えます。 ②

22 条 

・「情報の共有」のために開

示だけでなく、提供も加

えてほしい 

 

 

【関連意見】 

・ 第２節の表題を「情報の

透明性及び信頼の確保」、

第２２条の見出しを「情

報の公開及び共有」に変

更。 

・ 「条例」とは何か？「条

例の定める」を｢条例に定

める｣に修正（他 4 件）

提案の趣旨を踏まえ、現行の｢情報を積極的に

市民に U公開し、 U・・｣を、｢情報を積極的に U開示

及び提供し U、・・｣に加筆修正いたします。 

 

 

 

 

この条文の「別に条例の定める」は、「熊本市

情報公開条例」を指しています。 

法律においても「別に法令の定める・・」と

いう表現を用いており、その表現に習いました。

①

 

 

 

 

 

 

 

 

③

 

 

22・23

条 

・大規模災害などの場合、

地域自ら守る意味で、住

民の家族構成など自治会

長や民生委員には名簿等

があったほうがよい。 

情報の共有と個人情報の保護は、ともに大変

重要な事項であると考えております。 

ご指摘の通り、万一大規模災害等が発生した

場合には、人命救助等、地域住民の皆様の初期

活動が最も大きな役割を果たします。そこで、

自主防災クラブの育成などを通じ、日ごろから

地域コミュニティや防災意識の向上を図ってい

ただきたいとと考えております。 

⑤
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

22 条 

・ 市民にもっと情報公開を

してもらいたい。 

 

【関連意見】 

・ まちづくりに関する意見

は全て公開することを明

示すべき。 

市政情報プラザや市ホームページなどを利用

し、積極的に提供に努めてまいります。 
②

22 条 

・「努めます」を「します」

又は「図ります」に変更。

（他 1 件） 

「熊本市情報公開条例」においては、個人情

報等の不開示情報も定めており、「努めます」と

いう表現にしました。 

③

22 条 

・「市議会」と「市の執行機

関等」の順序を入れ替え

る。 

市の執行機関等の保有する情報が多いことか

ら現行どおりとします。 
③

22 条 
・審議会等に関する情報も

含めるべき。 

 審議会等は、市長の諮問に応じ審議調査する

機関であり、情報公開に対象になります。 
③

22 条 

・行政運営とあるが、「市政」

と「市政運営」との整合

性を図るべき。 

議会活動との区別を明確にするため、市の執

行機関等の活動について「行政運営」としてい

ます。 

③

23 条 

・個人情報があまりにも簡

単に引き出されている。

セキュリティをしっかり

（他 3 件） 

・ ・本人の個人情報の保護、

閲覧、訂正を求める権利

を明記してほしい。 

・適正な個人情報の管理や

悪用する者への抑止のた

めに罰則規定は必要。 

 

【関連意見】 

・個人情報保護に対する市

の考えは？ 

・ 意見を提出したことによ

り不利益を受けることが

本条文に基づき、｢熊本市個人情報保護条例｣

の基準にのっとり、個人情報の保護に万全を期

してまいります。 

 

 

また、個人情報保護条例の中に、本人の個人

情報の保護、閲覧等の規定や罰則規定が定めら

れております。  

 

 

 

 

  

 

②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

ないよう説明がなされる

べき。 

 

23 条 ・審議会等も含めるべき。
審議会等は、市長の諮問に応じ審議調査する

機関であり、当然、個人情報の保護を行います。
②

24 条 

・「それぞれの段階におい

て、必要性・妥当性・代

替措置・マイナス要因お

よび費用対効果などを市

民にわかりやすく」とす

る。（他 1 件） 

必要性・妥当性の中に含まれていると考えて

おります。 
②

25 条 

１項 

・意見提案に対する対応に

ついて、処理期限を明示

してほしい。（他 1 件） 

・末尾、「努めます」を「し

ます」に変更。（他６件）

意見・提案の内容次第で、対処に要する期間

は異なることから期限を定めることは困難と考

えます。ただし、処理経過や状況を適宜ご報告

するなど、今後とも、できうる限り丁寧な対応

を心がけてまいります。 

寄せられる意見、提案は多岐にわたっており、

その対応は個別に検討が必要でありますことか

ら、現行の表現が適当と考えます。 

③

25 条 

２項 

・基本的に全て公開すべき

であり、個人情報保護は

別条で明記されているの

で、ここでは、「必要に応

じ」を省く。（他 2 件） 

意見・提案は、個人情報等を除き、積極的に

公開することから、ご意見の趣旨を踏まえ、現

行、「記録を行い、 U必要に応じ公開します。 U」

を、「記録を行い、 U公開します。 U」に修正いた

します。 

①

25 条 

１項 

・「誠実に対応とは、押し付

けでなく不備とわかった

時点で修正出来る柔軟性

が出来ます。」と明確に表

現する。 

趣旨は同義であると考えます。 

 

 

 

③

25 条 

・市民の市政に対する意見

及び提案については、「地

域のまちづくり」から滲

み出たものを受け付ける

べき。 

地域組織から出た意見・提案については、当

然大切にしていきたいと考えております。 
⑤
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

26 条 

・ 「２ 前項の手続きにつ

いて必要な事項は、別に

条例で定めます。」を追加

（他１件） 

 

【関連意見】 

・ 行政手続は法律に基づき

行われるが、「条例の定め

るところ」とはどの範囲

の行政手続か。 

・ 「別に条例の定めるとこ

ろにより」を削除し、28

条を適用。 

本市では、「熊本市行政手続条例」を制定して

おり、本条文において、「別に条例の定めるとこ

ろにより」とし、その根拠条例を明記している

ところです。 

③

27 条 

・ 「市は、住民の福祉の向

上のため、国及び県との

間に起きてくる課題の解

決を図るため、対等な関

係のもとで、…」とする。

 

【関連意見】 

・ 「市は、様々な共通する

広域的な…」とする。 

趣旨は同義であると考えます。 

 
②

27 条 

・ なぜ自治の条例に出てく

るのかが分かりづらい。

 

【関連意見】 

・ 国内だけでなく国外の都

市との連携が明記された

点を評価する。 

生活圏の広がりや情報化、国際化の進展によ

り、市だけで解決できない課題が山積する中、

地方分権改革に基づき国・県と対等・協力関係

のもとでの相互の連携や、広域的な課題解決に

向けた、近隣の地方公共団体との協力、さらに

は環境問題等の人類共通の課題に対する国内外

との連携が必要です。 

その連携を進めるにおいても、自治という観

点から対等な立場で互いを尊重し進めていくこ

ととしています。 

③

27 条 

１項 

・「協働」といわず「協力」

といっているのは、実質

が ど の よ う に 違 う か ら

か。 

国・県・市町村の関係は、一般的に、対等協

力の関係という表現が使用されています。 
③
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

28 条 

・現行の条例、規則、事務

手続等への整合性や拘束

性はどうなっているか。

最高規範性が担保される

のか。 

（他１件） 

 

【関連意見】 

・ 最高規範性を機能させる

ため、内部告発制度を設

けるべき 

・ 冒頭に「この条例は、市

政運営の基本原理及び基

本原則を定めたものであ

り、市は」、整合性の次に

「及び体系化」を挿入。

・ 他の条例との整合性を指

すものであり「最高規範」

という表現は如何なもの

か。 

・ 個 別 条 例 化 す べ き も の

は、個別条例化すべき。

・ この条例の「最高規範性」

が明らかにされ住民自治

推進の将来に希望が持て

る。議会での承認がスム

ーズに得られる事を強く

願う。 

この条例を最大限尊重し整合性を図ることと

定めており、現在、全庁的に各課の条例や事務

事業についても併行して検討しているところで

す。 

なお、内部告発制度と最高規範性の担保は、

直接的に関係が無いものと考えます。 

②

 

 

 

③

28 条 

1 項 

・「各種計画の策定、見直し

及び運用においても同様

とします。」は削除。 

条例・規則のみならず、事務事業に直結する

各種計画との整合性を図ることは大変重要であ

ると考えています。 

③

28 条 

２項 
・市職員を挿入。 

職員は、市の執行機関等の補助機関であり、

職員も必然的にこの条例を尊重し、本市の自治

の推進に努めることになります。 

②
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

29 条 

・見直しの期限を明記し、

その見直し結果を公表す

ることで最高規範性を保

っていくべき。 

（他 12 件） 

 

 

 

 

 

 

 

【関連意見】 

・ 見直し規定に、市長、市

議会だけで、「市民」が入

っていない。（他２件）

・ 公募市民も参加した見直

しのための委員会を設置

する。 

 

今後の社会情勢や経済情勢の変化は、さらに

テンポを早めることも予想されます。一方では、

本条例は最高規範性を持つ理念条例であり、普

遍性もあることから、特に年限を設けず、柔軟

に対応することとしております。 

ただ、条例制定後検証する時期を特定するこ

とも意義があると考え、附則として「 Uこの条例

制定後４年を経過した場合において、市長及び

市議会は、市民の意見を踏まえ、この条例の規

定について速やかに検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講じるものとします。 U」と

規定しました。また、「まちづくり戦略計画」終

了後検証を行うため、目処として４年後に検討

を行うことととしました。 

 

また、ご意見を踏まえ、現行「 U市長及び市議

会は U、社会経済情勢の変化等により、この条例

の見直しが必要になった場合は、速やかな・・」

を、「社会経済情勢の変化等により、この条例の

見直しが必要になった場合は、 U市長及び市議会

は、市民の意見を踏まえ、 U速やかな」と加筆修

正いたしました。 

①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

29 条 

・改正に際して、議会の特

別多数を必要とする規定

を盛り込む。 

地方自治法では、過半数の賛成で議決される

ことが原則であり、特別多数の議決は限定され

ています。 

③

29 条 
・他の文面との整合性から

「講じます」でよい。 
趣旨は同義であると考えます。 ②

他 

・「法律で決まっていても市

の条例で決まっていない

という」など、法律より

条例を重んじる職員が多

い。 

条例は法律の範囲内で定めるものであり、法

律で定められていることは守らなければなりま

せん。 

本条例第１９条に規定しておりますが、今後

とも、職員の資質や能力向上に努めて参ります。

⑤
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

他 

・本条例は、よくまとまっ

ているが、実効性がある

の か 判 断 す る 材 料 と し

て、文書配布事務の見直

しについて反対意見が出

たが、本条例の精神から

この意見を取り上げるの

か、無視するのか。 

文書配布事務の見直しについては、昨年４月

に策定した「熊本市行政改革推進計画」の中の

項目として掲げております。 

本条例の理念に基づき、今後、町内自治会長

をはじめ、市民の皆様に市の考えを説明申し上

げご理解いただくよう、説明責任を徹底すると

ともに、具体的な内容や手法について、幅広く

意見を拝聴しながら、皆様とともに考え取り組

んでまいりたいと考えております。 

⑤

他 

・市民会議メンバーとして

条例作りに携わり、協働

の難しさを感じた一方、

今後この条例を育んでい

くため市民が何をすべき

か、建設的な意見を出し

合いながら、投げ出さず

取り組むことが必要と感

じた。 

本市としましても、この条例については、制

定過程が大変大切であると考え、市民との協働

による取り組みにより、作業を進めてまいりま

した。行政も市民の皆様も「協働」ということ

に慣れておらず、当初戸惑い等も感じられまし

たが、協働作業を通じて互いの距離感も埋まっ

てきたところです。 

今後とも、このような取り組みを一つ一つ積

み重ねていくことで、協働のまちづくりが進ん

でいくものと考えております。 

 

⑤

他 

・この条例に基づき、今後、

市民協働支援条例等が整

備され、その後、ボトム

アップで見直しされるな

らば、更にすばらしいも

のになる。 

基本条例制定後の取り組みについては、現在

各局で併せて検討を進めているところです。 

 

④
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条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

他 

・パブリックコメントで寄

せ ら れ た 意 見 に つ い て

は、市民会議と協働で対

応を協議すべき。 

・市民会議素案と似て混同

するため、今回の案は原

案とすべき。（他１件） 

・パブリックコメント資料

として、市民会議素案に

対する意見と条例（素案）

への反映を添付すべき。

・この条例は、誰が制定す

るのか。 

パブリックコメントは市で定める要綱に則っ

て実施しております。 

また、その対応については行政が責任を持っ

て行うべきと考えます。 

また、条例案を市長が提案し、議会で議決さ

れ制定されます。 

 

⑤

他 

・今回のパブリックコメン

トの状況についてどう判

断するか。 

 １６４人の方々から７０１件ものご意見をい

ただきました。本条例に対する関心の高さとと

もに、市政に対する期待の大きさを実感いたし

ました。 

⑤

他 

・ 市民会議提言書の「意

見・提言」の趣旨が十分

に反映されていない部分

が多く見受けられ、市民

会議案との整合性がとれ

ていない。 

市民会議提言書のうち後半に記載されていた

「意見・提言」は、市民会議案の条文に盛り込

めるにいたらなかったその他の意見であり、今

回の素案作成に当たっては、そのような意見が

あることを踏まえたうえで市民会議案の条文の

主旨を尊重し、整理し直したものです。 

⑤

他 

・条例素案は、パブリック

コメントで修正されるの

か。聞くだけではないか。

（他１件） 

パブリックコメントや出前講座等の意見を踏

まえ、改めて検討し必要な修正を行っておりま

す。 

⑤

他 

・条文の解説は、趣旨、内

容、背景などを説明し、

疑 義 が 出 な い よ う 具 体

的・補足的に説明すべき。

条例そのものをわかりやすく作成するように

努めたところであり、また、趣旨や経緯等につ

いては、パンフレットを、条文の補足説明とし

ては、条文の解説を添付資料としています。 

また、熊本市ホームページにおいても閲覧い

ただけるようにしてまいります。 

⑤

他 

・議会で特別委員会を設置

し、専門家や市民の参加

も促して十分に議論して

はどうか。 

特別委員会の設置については、議会決定事項

です。 
⑤



 64

条文 意見・提案の概要 意見に対する本市の考え方と対応 
対

応

他 

・議員は市民の代表である

から、この不況下では議

員 報 酬 を 引 き 下 げ る べ

き。 

三役及び議員の報酬等の額につきましては、

特別職報酬等審議会の答申を経て決定されるも

のとなっています。 

⑤

他 

・校区自治協議会と本条例

との関係はどのようにな

っているのか。 

（他１件） 

第 11 条（市民活動団体との協働）、第１２条

（協働による地域のまちづくり）の原則・理念

を基に、地域のまちづくりは、住民相互の協働

により自主的自立的に進めていくことを基本と

しております。  

そこで、今後は、各町内自治会をはじめ地域

の各種団体が連携しまちづくりに取り組んでい

くことが必要であり、本市では、その体制整備

の一つとして｢校区自治協議会｣を位置づけ、そ

の設立を推進しているところです。 

 

⑤

 

他 

・協働の関係性を構築する

時には、情報の公開・透

明性・説明責任が欠かせ

ない。市民の意見を 100％

取り入れてほしいとは言

わないが、どんな議論が

あったかを記録し、広く

市民に公開することも大

事。 

協働を進めるにあたっては、相互に情報を共

有し信頼関係を築くことが不可欠です。 

このため、第２節に情報共有及び信頼の確保を

掲げており、今後、この条例趣旨に則った運用

を進めてまいります。 

②
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＊条例（素案）とは直接的に関係はありませんが、今回のパブリックコメントを通じ、

市政に対する様々なご意見が寄せらましたので、以下のとおり取りまとめました。 

意見の概要 本市の考え方等 

・熊本都市圏の交通問題につ

いては、市民の利便性を第

一に考え進めてほしい。 

・環境面からマイカーを規制

し、公共交通機関の利用拡

大を 

国・県・市・各バス事業者で構成される「熊本都市圏

バス路線に関する検討会議」において、効率的で便利な

路線網の構築を目指して協議中です。 

・段差をなくすなど、住みよ

いまちにしてほしい。 

・駅前開発では、障害者高齢

者の配慮を 

 

様々な事業に関して、障害者や高齢者の方々への配慮

は必要であり、段差のある市の施設については、順次改

修を行いバリアフリーに取り組んでいる他、熊本駅周辺

の整備につきましても､障害者や高齢者の方々をはじめ

様々な方へ配慮し、整備を進めているところです。 

・保育料については、年収に

応じた決め細やかな設定を

してほしい。 

 

・育児休暇を取ると保育園が

退園になるが、改善できな

いか 

 

保育料については、年収等にかかる税額で決定されて

います。現在、階層の基準は国で定めるところに基づい

ておりますが、今後改定の際には、ご意見も参考にした

いと考えております。 

育児休暇中の取り扱いについては、国の基準で行って

います。特例として、年長児や心身の発達上保育が必要

と認められた場合や、また、母親の健康状態に応じて対

応しています。 

・積極的な地下水保全の必要

性や京都議定書に示す環境

問題についても市の姿勢を

示すべき。 

地下水保全については、地下水量保全プランに基づ

き、各種施策を推進してまいります。また、地球温暖化

防止対策について、自然エネルギーの利用拡大や、省エ

ネルギーの実践など、全市的な取り組みを展開している

ところです。 

・教員の資質向上に努めてい

ただきたい。（他１件） 

 

これまで、教職員の資質向上に向け、校内研修や派遣

研修など、様々な研修活動等に取り組んでいるところで

あり、今後とも更に充実してまいります。 

・市営団地等の家賃の滞納金

額が莫大であるが、市の対

応は。 

 

公平で公正な市政運営を基本に、市営住宅の滞納につ

いても、市営住宅の目的や入居者の生活状況を踏まえな

がら、裁判や強制執行等の法的措置を行うことで今後の

滞納の減少に努めてまいります。 
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意見の概要 本市の考え方等 

・少子高齢化社会に対応し、

高齢者のパワーの活用を 

 

 

 

 

現在、老人クラブのボランティア活動や、シルバー人

材センターの活用など、高齢者の生きがいづくりと社会

参加の促進に取り組んでいる他、学校などにおいても伝

承遊び等、高齢者の皆様の豊富な知識や経験を活かした

活動を展開しているところです。 

今後とも、将来の高齢社会に向け、このような取り組

みをさらに進めてまいります。 

・職員の増員は必要ないのか。

 

 

 

 

 

市民ニーズの多様化、社会経済情勢の変化など、市役

所の仕事も複雑多様化しておりますが、限られた人員の

中で、職員資質の向上と効率的な組織体制の整備によ

り、スリム化を進めてまいります。 

具体的には、平成１５年５月から平成２０年５月まで

の５年間で２１２人の職員を削減する中期定員管理計

画を実施中です。 

・人間として健康であること

が重要。親も子供の健康づ

くりの責任を果たすべき。

身近な地域の公民館等で健

康に関する指導があればと

思う。 

本市のまちづくり戦略計画においても個別分野の重

点プランとして、生涯にわたって、市民一人ひとりが、

その人らしい生きがいをもって生活できるまちづくり

を地域と一体となって進めていくこととしています。 

今後は、個人や地域での健康づくり活動を支援してい

くとともに、小学校単位での地域保健活動の充実などを

図っていきたいと考えております。 

・地域のまつりやボランティ

アなど、年齢に関わらず参

加 で き る 雰 囲 気 づ く り を

（他１件） 

 

地域のまちづくりをそこに住む住民自らが守り育て

るという意識の醸成を図り地域を活性化していくこと

は大変重要な課題と考えており、そのための取り組みの

一環としての地域の自主的な活動に対し、支援してまい

りたいと考えております。 

 

・趣味やスポーツを通じ、市

民同士の交流を促進しては 

 

 

現在、公立公民館などの生涯学習施設において様々な

講座・教室等を実施しています。今後さらに市民の主体

的な学習活動を支援するために、講座内容の充実を図っ

ていきたいと考えています。 
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意見の概要 本市の考え方等 

・窓口は役所の顔であり、感

じのよい対応をお願いした

い。 

・職員を含め市民センター総

合支所の機能充実を 

 

 

窓口については、市民の皆様が最も利用されるところ

であり、フロアマネージャーの配置、職員の接遇向上、

ローカウンターの設置など、やさしい窓口づくりを進め

ているところです。 

また、市民センターや総合支所においても、やさしい

窓口作りを進めるほか、市民の皆様が、最も身近な場所

で必要なサービスを受けられるよう、機能充実について

もさらに検討してまいります。 

・マイバックキャンペーンな

ど、市民の自覚を促す運動

を展開してほしい。 

 

・罰則制等、学生を始めごみ

だしルールの徹底を図って

ほしい。（他１件） 

 

 

 

 

・ごみ有料化の早期導入を 

 

 

 

 

・  

ごみ減量リサイクルの推進には、市民一人ひとりの自

覚と行動が不可欠です。マイバッグの推進については、

これまでも市の広報（市政だよりなど）を通じて啓発し

ており、本年からは新たに市民団体と協働でノーレジ袋

キャンペーンと併せて行います。 

ごみ出しルールの徹底については、これまでも広報啓

発に努めており、特に学生に対しては、大学への協力要

請や、学生アパートへ直接出向き啓発を行うなどの取り

組みを行っています。 

今後は、指導員を配置し、町内自治会等と連携しなが

ら、更なる徹底を図ってまいりたいと考えております。

また、ごみの有料化については、平成 16 年３月に策

定した「ごみ減量・リサイクル推進基本計画」や「行財

政改革推進計画」に基づき導入を目指して取り組んでい

るところであり、現在、町内自治会単位で有料化導入の

手法についての説明を行うとともに、意見を拝聴してい

るところです。 

・身近な場所に安心して遊べ

る公園を 

・空き地を利用した公園作り 

市民が安心して気軽に利用できるように、公園設置基

準等に基づき、利用者の声を反映した身近な公園づくり

に取り組んでまいります。 

 

・社会福祉協議会と自治会連

合会との関係はどうなるの

か。 

校区の社会福祉協議会と自治会は、それぞれの目的に

沿って活動しておりますが、今後は、組織間の連携を図

る必要があると考えております。 
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意見の概要 本市の考え方等 

・説明会で色々と話を聞き、

電磁波の事なども含め、こ

れからのまちづくりを考え

てもらい、少しは納得でき

る気持ちになったが、固定

資産税だけでも下げてもら

えればと思う。 

今後とも、市民の皆様にご納得いただけるよう、わか

りやすい説明と対応を心がけてまいります。 

なお、固定資産税につきましては、土地・家屋・償却

資産を所有している人が納める税金であり、その税額は

所有されている土地・家屋・償却資産の価格をもとに算

定しております。 

・ 私の地区の老人憩の家は、

趣旨にそぐわない目的外の

使用や使用料の徴収をおこ

なっている。収支報告等の

情報公開を求めているが見

せて貰えない。高齢保健福

祉課に意見書を提出したの

で、迅速な対応を期待して

いる。 

・ また、建設前に熊本市老人

憩の家条例の趣旨・目的を

職員が説明し、それを会長

が了承し、理解した上で建

てられたのか疑問。高価な

公的施設を建設する際は、

住民のその趣旨・目的を事

前に詳細に説明して、本当

に住民の多数がその施設を

心から要望し、利用するか、

精査し確信を持ってから建

設してほしい。 

ご意見を踏まえ、検討いたします。 

 

 

 

 

 

 

なお、建設の際は、計画段階からの市民参画を行って

いきます。 

 

 

 

・特区（モデル地区・町内等々）

考えてみてはどうか。 

まちづくり戦略計画に記載しておりますように、地域

の特色を生かしたまちづくりに取り組んでまいります。

・政府の三位一体改革のねら

いは、財政の均衡ある執行

を図るための行財政改革。

熊本市においても財政健全

化が今後の課題。（他１件）

 財政健全化は、これからのまちづくりを進める上で、

大変重要だと認識しており、行財政改革推進計画をすす

めているところです。 

・ 部局間の連携が取れていな

い。 

 部局間の連携を取りながら、市政を進めてまいりま

す。 
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意見の概要 本市の考え方等 

・ ご み ス テ ー シ ョ ン の 管 理

等、市民と行政が協力して

何か活動することが必要。 

・ 安全なまちをつくってもら

いたい。 

 ご指摘の事例に係らず、各施策において市民と行政の

協働による取り組みが今後重要と考えます。 

・商店街の活性化等他都市の

事例研究も必要。 

 市民の皆様からのご意見を反映した「地域経済活性化

プログラム」を策定し、実現に取り組んでおりますが、

今後も様々な皆様からのご意見に耳を傾けて地域経済

の活性化に取り組んでまいります。 

・アーケード街に廃品で作ら

れたいすの設置、デポジッ

ト制の導入など、市民の意

見を取り入れた対応を。 

 法律上の問題はありますが、来街者が安心して買物で

きる環境整備や憩いの場を商店街等が整備される際に

支援したいと考えております。 

・児童育成クラブの充実を。 

 新制度の運営状況等について検証を行いながら、さら

に児童育成クラブの充実に取り組んでまいりたいと思

います。 

・さくらカードの負担は、他

の町村とのバランス、市の

財政負担などあり、市民の

当然の負担として一人一人

が考えるべき。 

 さくらカードに関することを含め、市民自らが自治の

主体として自覚を持ち、積極的なまちづくりへの参画及

び市議会、執行機関等との協働体制を進めることとして

います。 

・口利きなどを批判すること

もいいが、同時に市民自身

も深く関与していることを

自省すべき。 

 これからの時代においては、市民、市議会、市の執行

機関がそれぞれの役割を担い、自ら進んで行動していく

ことが必要であり、本市としましても、参画と協働によ

る自主自立の新しいくまもとづくりに向けた取り組み

を、さらに進めてまいりたいと考えております。 

・子供を大切に。女性を大切

に。 

 急速な少子高齢化社会の進展に伴い、今後のまちづく

りにおいては男女が共同して取組むこと、また、まちづ

くりは人づくりという観点から、次世代を担う青少年・

子どもが早い段階からまちづくりに参画することが重

要であるという考えから、これらについて条文に盛り込

んでいます。 
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意見の概要 本市の考え方等 

・補助金だけもらって活動し

ない団体も多いのでは。補

助金助成団体について厳し

くチェックし、指導助言す

ることにより各種団体の積

極的活動を促すことができ

る。 

 補助金助成団体につきましては、その目的に照らし適

切な運用がなされるよう指導してまいります。 

・コミセンはその趣旨・目的

に沿い、校区民に愛され、

利用、活用されている。憩

の家よりコミセンをもっと

拡充して欲しい。 

 現在、本市では校区単位のコミュニティづくりを進め

ており、今後とも地域に密着し、地域の皆様の交流の場

となるコミュニティセンターの設置を、必要に応じ進め

てまいります。 
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４ 各種説明会、出前講座等での意見の概要  

 
＊「（仮称）熊本市自治基本条例（素案）」に対するパブリックコメント実施期間

中において、併せて各種団体への説明会、出前講座、オープンハウス（街頭で

の説明イベント）などを実施しました。  
＊条例素案の修正にあたっては、パブリックコメントで寄せられた意見はもとよ

り、このような会合でいただいた意見や提言も含めて、総合的に検討しており

ますので、ここに意見の概要等を取りまとめました。  
＊なお、パブリックコメントで同様の意見があったものについては、ここでは記

載しておりません。  
 

条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

全般 

どのように作られたのか。市民

会議のメンバー構成はどうなって

いたのか。 

平成15年 8月に市政だよりを通じ、公募

を行い、100名を超える市民の皆さんにご

参加いただきました。幅広い年齢層、様々

な職業の方で構成されております。市民会

議で作られた案をもとにして行政内部で

検討し、さらに専門家による検証を経て条

例素案といたしました。 

更にパブリックコメントについても、通

常より3週間ほど長く期間を設けるととも

に、市政だより1月号での全文掲載、出前

講座や町内自治会長をはじめとする地域

説明会、中心部でのオープンハウスの開

催、新聞等を活用した広報など、様々な手

法で広く市民の皆様にご理解頂くととも

に、素案に対する幅広い意見を求めてきた

ところです。 

今後は、本年3月に開催される定例市議

会へ提案したいと考えています。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

全般 

 

これまでの行政のしてきたこと

（職員の不祥事、財政悪化など）

を総括（反省）してから出発する

ことが前提と思う。 

事務事業の総点検を行い、行財政改革推

進計画やまちづくり戦略計画を策定した

他、職員の資質向上を図るための人材育成

プランの改定を進めるなど、市民から信頼

され、地方分権時代などの時代変化に対応

できる体制整備に取り組んでいるところ

です。 

全般 
権力があるもの（議会・行政）

を縛るのが条例ではないか。 

この条例は、熊本市における共通のルー

ルであり、そのような性質のものではあり

ません。 

全般 

地域のまちづくりや自治会をな

いがしろにしている条例ではない

か。 

第１２条「協働による地域のまちづく

り」の中で、市民は市民相互の協働により

自主的で自立的な地域のまちづくりを推

進するよう努めることとしており、これか

らは、各自治会や校区の各種団体が連携し

て、まちづくりに取り組めるような仕組み

づくりが大事になってくるものと考えま

す。 

全般 

社会的弱者である、高齢者・障

害者の視点でまちづくりを行えば

全てのひとにやさしいすばらしい

まちづくりができる。 

自治の基本理念として、全ての市民の参

画によるまちづくりを進めていくことと

しています。こうしたまちづくりの中で当

然配慮されるべきものと考えます。 

 

全般 

住民自治といいながら市政運営

に関する条文が中心になってい

る。 

地方自治は、住民自治と団体自治から構

成されており、住民自治に関する必要不可

欠な条文も盛り込んでいます。 

全般 

当 た り 前 の こ と を 書 い て あ る

が、市民に役割を押しつけようと

しているのではないか。 

協働のまちづくりを進めるための役割

として規定したもので、それは強要される

ものではなく、自主的に行われるものと考

えます。 



 73

条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

全般 

条例全般の考え方は良いが、地

元自治会で意見等をまとめるのは

大変。現実、現場が大変というこ

とが盛り込まれていない。 

地域を支えていただいている自治会の

日頃のご努力に対し深く感謝申し上げま

す。地域の課題は、地域住民が相互に協力

しながら解決していくことが基本であり、

これまで以上に自治会や校区の各種団体

のまちづくりが大事であると考えます。そ

こで地域での合意形成を図る上で必要な

事柄を第12条第 2項に定めました。またそ

れには当然、行政には説明責任があります

し（第24条）、地域のまちづくりを支援し

ていくこと（第12条第 3項）が求められる

と考え条文を整理しています。 

全般 

政令市を目指すためにも借金を

減らす努力を。 

政令市を目指すからには、新幹線

が来ても熊本市が通過点とならな

いような取り組みを 

昨年４月に策定した「行財政改革推進計

画」に基づき、全庁上げて財政健全化に取

り組んでおり、着実に市債残高は減少して

います。 

一方で、まちづくり戦略計画に基づき、

施策の選択と集中を図り、新幹線の開業効

果を最大限引き出すため、熊本駅周辺整備

はもとより、中心市街地の魅力向上などに

積極的に組んでいるところです。 

前文 
環境権についても明示して欲し

い。 

自治基本条例であることから、法令に定

める権利と自治の基本理念を実現する権

利を掲げております。 

2条 

4号 

 

協働の理念とはいったいどうい

うものなのか。 

第２条に協働の定義を記載しておりま

す。 

2条 

1号 

市外から通勤している者だが、

大変良いものと思う。熊本市のま

ちづくりに参加・協力したい。 

今後、本条例をまちづくりのルールとし

て、市民の皆様に周知を図るとともに、条

例理念の浸透に向けて取り組んでまいり

ます。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

2条 

1号 

市民の範囲についての他都市の

状況はどうか。 

市民の定義を設けている他都市におい

ては、概ね本市と同様の規定となっていま

す。 

2条 

5号 

まちづくりの定義に、環境保全

や市民の力を出してもらえるよう

な内容を入れてみてはどうか。 

まちづくりの姿として、前文に盛り込ん

でおります。 

5条 

市議会の委員会の陳情は、紹介

議員がないと陳情を受け付けない

と聞いた。また、市議会への陳情

は聞くだけで、返事を返すもので

はないとのこと。陳情を無にして

欲しくない。議会事務局の説明も

不足していた。健康福祉局にも、

電波塔に関する陳情をしたが、返

事がないのが実情。 

市議会への陳情は、紹介議員は必要あり

ません。陳情された案件については、関係

委員会に送付されます。 

また、ご希望があれば、趣旨説明をする

こともできます。 

また、市民の方からの提言等には、随時

回答を行っているところですが、ご指摘を

踏まえ、今後さらに丁寧な説明に心がけて

まいります。 

5条 
法 と の 整 合 性 は と れ て い る の

か。議会を入れていいのか。 

学識者による法的な検証も行っており、

議会が含まれることは、自治の構成者とし

て妥当なものと考えます。 

6条 

この町内の問題を照らし合わせ

て考え、以下について対応してほ

しい。 

①これまで行ってきた役所への陳

情について、役所からの説明がな

い。 

②個人の主張が通り、行政は自治

会の総意を無視している。 

③担当者が替わる度に引継ぎがな

されていない 

自治基本条例の理念のもと、そのような

ことがないよう対応していきたいと考え

ます。 

また、自治会は、多くの市民の皆様が加

入されている住民自治の基礎的組織であ

るため、自治会と協働で地域のまちづくり

を進めてまいりたいと考えています。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

6条 
公平・公正な行政の運営をお願

いしたい。 

公平・公正な市政運営に努めてまいりま

す。 

10条 

市民の意見を反映するというこ

とだが、少数意見が通ることにな

るのか。 

意見の多い少ないではなく、内容によっ

てその「提案を総合的に検討」とし、行政

として責任を持って判断し、その結果につ

いて公表することで透明性を高めてまい

ります。 

10条 

市民の意思表明は、施策として

どのように反映されていくかを確

認できるシステムが必要ではない

か。 

今後、市民の声データベースシステムの

構築等をはじめ、具体的取り組みを進めて

まいります。 

12条 

地域のまちづくりに敢えて「協

働による」としたのは何故か。 

 

自治会を構成する基礎自治団体

である町内においては、血の通う

行政運営を心がけていただきた

い。 

都市化・核家族化により人々の連帯意識

が薄れつつある中、市民が相互に協働して

知恵やアイデアを出し合い、地域のまちづ

くりを進めていく必要があると考えてい

ます。 

市民の多くが加入している自治会は地

域の核となる組織であり、民主的な運営と

その活性化を図っていただきたいと考え

ています。 

12条 
自治推進委員会と校区自治協議

会との関係はあるのか。 

自治推進委員会は、市の附属機関として

本市全体の参画・協働のまちづくりに関す

る事項を審議する機関ですが、校区自治協

議会は、各種団体で構成され、団体間の連

絡調整を図り、地域のまちづくりを推進し

ていく組織です。 

12条 

市 役 所 の 職 員 が わ か っ て い な

い。自治会に入る必要がないとの

発言があった。 

職員の研修等に努めてまいります。 

12条 

市民にも地域においては実際に

汗を流してもらうことが必要で

は。 

ご指摘のとおり重要と考え、第12条第 1

項・第2項の主語を「市民」とし、第12条

第 1項に「市民相互の協働により」と表現

しています。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

12条 
市民の義務として、町内会費を

払うことを明記すべき。 

町内自治会の活動については、自主的自

立的に行われるものと考えます。 

12条 
自治会長への事前説明が足りな

い。 

第12条、協働による地域のまちづくりの

中で、「市民は、市民相互の協働により自

主的自立的な地域のまちづくりを推進す

るよう努める」こととしており、町内自治

会をはじめとする地域団体は、これまで以

上に、大変重要な役割を担っていただくこ

とになると考えております。 

このようなことから、町内自治会長研修

交流会などにおいて直接ご説明させて頂

き、様々なご意見を頂いたところです。今

後もなお一層、丁寧な説明に努めてまいり

たいと考えています。 

13条 
自治推進委員会は、御用機関に

なりはしないか。 

公募による市民委員の参加を予定して

おり、市民と議会と行政の三者で取り組ん

でいきたいと思います。 

14条 

2項 

「市長は尊重します」とあるが、

具体的にどのように尊重するの

か。 

住民投票の結果には法的拘束力はあり

ませんので、具体的には、その結果を尊重

した上での、時の市長の総合的な判断に委

ねられると考えます。 

14条 

15条 

住民同士の争いを誘引するよう

な住民投票の規定をあえて述べる

必要はない。条文削除を。（15条

についても同様） 

住民投票制度は、市の将来を左右するよ

うな極めて重要な事項に関し、住民の意思

を直接問う必要がある場合に実施する、住

民参画の手法であり、重要な制度であると

考えます。 

14条 

15条 

住民投票は公職選挙法の適用を

受けないため、個別条例を制定す

る際に罰則等の違反防止規定を盛

り込んでは。 

個別の条例制定の際に検討されるもの

と考えます。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

15条 

1項 

市民は条例の制定を求めること

ができるか。 

第１５条１項に記載のとおり、住民投票

を規定した条例の制定を市長に請求でき

ます。 

21条 

事実、市役所は、たらいまわし

等が多い。きちんと条例の運用を

して欲しい。 

部局の連携を図り、総合的な行政サービ

スを提供するとともに、わかりやすい市政

運営を行っていきます。 

22条 
個人情報保護と情報共有の関係

はどうなっているのか。 

情報共有は必要ですが、個人情報につい

ては、一部のものを除き、不開示としてお

ります。 

22条 

この条例ができると、結果とし

て情報公開・情報の共有等が進ん

でいくのではないか。 

ご意見のとおりだと考えます。 

22条 

透明性を図るということだが、

予算の使途は明らかにされるの

か。 

予算の使途についてですが、毎年9月に

開催される第3回定例市議会において、決

算報告を行い承認を頂いており、この決算

状況等については公開しております。 

また、財政状況全般について、｢財政っ

てなあに？｣という市民の皆様にわかりや

すい資料を作成しているほか、さらに、昨

年度からは予算編成の過程からの情報公

開にも努めているところです。 

 

24条 
わかりやすい説明とは具体的に

何か。 

出前講座等で、できるだけ直接説明する

ことや、市政広報等様々な手段を活用し、

資料もわかりやすいものを作成するよう

心がけてまいります。 

25条 
要望や意見がどう取り扱われる

のかが明確ではない。 

第２項で、対応の経過や結果等について

記録し、公開すると規定しており、これに

基づき説明責任を果たしてまいります。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

25条 

今回のパブリックコメントでど

う意見が反映されたかどうか議会

に提案される議案を市民にも公表

してほしい。 

意見に対する市の考え方や対応などに

ついては、パブリックコメントの結果とし

て公表するほか、修正した案も公表してま

いります。 

29条 

合併し、政令指定都市への移行

を目指しているが、この条例の見

直しとの関係は？ 

 

合併と政令市と自治基本条例と

の関係はあるのか。政令市への見

通しはあるのか。 

合併や政令指定都市への移行が本条例

の見直しと直接的に関係するものではあ

りませんが、規定では、「社会経済情勢の

変化等により見直しが必要になった場合

は」となっているところです。 

合併や政令市移行は、大きな社会情勢の

変化でありますので、見直しを行う可能性

もあると考えております。 

 

政令市に移行すると区役所が設置され

ることから、市民との協働を推進する体制

がより強化されます。また、合併では、そ

の対象となる市町村の自治がいかに保障

されるかも課題となります。自治基本条例

はそのような不安に応える根拠にもなる

と考えます。 

他 
この条例素案について市議会に

は説明したのか。 

パブリックコメント実施前に、議会各会

派への説明を行いました。 

他 

12月の建設委員会の中でも市の

対応が冷たいとの意見があった。

業者とのパイプ役になってほしい

（鉄塔問題）。 

事業者には、その事業が市民生活に及ぼ

す影響に十分配慮していただきたいと考

えており、地域の課題を解決できるよう、

行政としても支援していきます。 

他 
この条例に伴う予算はどうなる

のか。 

直接的に条例に伴う予算としては、制定

後の広報等の経費が必要になります。それ

以外では、実際の事務事業において、この

条例の理念や原則の具体化を図る場合に、

必要な予算措置を講じていくこととなり

ます。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

他 

自治会活動をしっかり頑張って

いるが、市役所とのつながりが薄

い。 

第11条、第12条において、自治会などの

市民活動団体との連携・協力を記載してお

り、今後、さらに自治会との連携を密にし、

地域のまちづくりを進めてまいりたいと

考えています。 

他 
市役所に市民にできないことを

相談する窓口がない。 

また、市役所１階の市政相談室で市政相

談や専門士による特別相談を行っていま

す。 

他 
住宅の滞納問題にしても自治会

長との連携が必要。 

個人情報の保護等の問題もありますが、

地域コミュニティの活性化が、住宅滞納問

題等にも繋がっていくものと考えます。 

他 
プ レ イ パ ー ク な ど を よ く 聞 く

が、熊本市としては、どうなのか。

まちづくり戦略計画の中で具体的な取

り組みや協働のまちづくりとしてプレイ

パークの開催を掲げており、地域の開催実

行委員会に支援を行うなど、開催の推進に

取り組んでいきます。 

他 

ホームページのパブリックコメ

ントは操作が難しい。もっとユニ

バーサルになるようにすべき。 

市民の皆さまの意見を踏まえながら、使

いやすいホームページづくりに取り組ん

でいきます。 

他 
まちづくり担当が、地域の事情

を把握し、しっかり働いてほしい。

今後更に、地域と密接に関わり、地域の

まちづくりの支援や、行政の窓口などの機

能を果たすように努めてまいります。 

他 

マンションが建って日が当たら

なくなったが、法律的には適法と

いうことで担当課ではどうにもで

きないとのことである。 

本市に限らず、全国各地で、マンション

問題等が顕在化しておりますが、なかなか

効果的な対策を講じられない状況です。 

現在、本市では、マンション問題等に対

応するため、中高層建築物指導要綱等に基

づき、業者指導を行っているほか、現行法

の中で、地区計画制度や建築協定制度など

の活用を、地域住民の皆さんとともに促進

しているところです。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

他 
マンションに住んでいるが、横

に用水路があり危険・不潔。 

今後、地域の様々な課題については、地

域と連携を図りながら、地域のまちづくり

が推進されるよう支援していきたいと考

えております。 

他 

もっと、市民センターを活用す

べきである。例えば、市民センタ

ーに１億円配分し、自由に使わせ

る等の工夫をしてはどうか。 

市民センターは、市民の皆様に身近な施

設として、その機能の充実を図ってまいり

たいと考えております。 

他 

駅 前 開 発 が 進 ん で い る よ う だ

が、なぜ駅前に図書館なのかが疑

問。中心地に持ってきてはどうか。

駅前は、広い公園にしてはどうか。

駅前の計画は、すっきりとしたも

のにしてもらいたい。 

駅前の再開発事業へ導入する公共施設は、

より多くの人を集客し、滞留させる機能はも

とより、文化・交流・情報発信機能が有効で

あると考えており、他都市においても駅前再

開発に図書館導入の事例も多く賑わいを見

せております。  
本市においても、今後、新幹線の開通によ

る駅利用者の増加に伴い、観光・ビジネスな

ど幅広い分野の情報ニーズが高まってくる

ことから、駅前に図書機能を中心とした電子

メディアなどにも対応する総合的な情報拠

点が必要であると考えております。  
いずれにしましても、駅周辺の整備につ

きましては、公募市民を含めた熊本駅まち

づくり協議会を立ち上げ検討していると

ころであり、今後更に多くの市民の意見を

拝聴しながら、熊本市の陸の玄関にふさわ

しいものとなるよう取り組んでまいりま

す。 

他 
旧 飽 田 町 は 合 併 後 予 算 が 減 っ

た。 

旧飽田町の予算だけが減少したのでは

なく、財政健全化に向け、全市的に事務事

業の統廃合や効率的な体制整備を進めて

いるものです。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

他 

京都議定書が２月から発効する

が、緑の保全や緑化推進など、そ

れを実行できるような仕組みも地

方として取り組むべき。 

緑の保全や緑化推進については、本年３

月に策定予定の熊本市緑の基本計画に基

づき、各種施策を推進してまいります。ま

た、本市においては、地球温暖化防止対策

について、自然エネルギーの利用拡大や、

省エネルギーの実践など、全市的な取り組

みを展開しているところです。 

他 

熊本市には環境基本条例がある

が、電波など見えないものについ

ては、無策である。良い環境にな

るように環境条例の中で、電波塔

の問題についても対応して欲し

い。企業も電波をすごい量発して

いるというリスクと利便性の情報

を提供し、チョイスするだけの情

報を与えるべき。電波塔に関して

は、基準を独自につくっては？ 

電波（電磁波）問題についてはＷＨＯや

国において調査研究が進められており、ま

た総務省の中間報告では「現時点では健康

に悪影響を及ぼす確固たる証拠は認めら

れない。」となっています。 

今後のＷＨＯや国の調査結果を踏まえ

対応を検討してまいりたいと考えていま

す。 

また、「熊本市携帯電話用通信鉄塔の建

設に関する周辺説明取扱」を定めて、事業

者による周辺住民への説明を指導してい

るところです。 

他 

公園のフェンスに公園管理課か

ら看板を撤去するようにとの張り

紙があった。自治会として看板を

設置しているものに対し、個人の

要望を受けて撤去命令を出すのは

筋が違う。 

公園内には許可の無い看板を設置する

ことはできません。公園に設置できる看板

としては、公園内の案内板や注意板などに

限られており、公園に関する内容のものし

か掲出できません。 

他 子ども会の活性化が必要。 

子ども会の活性化は、地域のまちづくり

を進める上からも、子どもに参画を推進し

ていく上からも大切であると認識してお

ります。 

他 
市議会と行政の職員がレベルア

ップすることが必要。 

第 5条及び第 6条に議員及び職員の責務

として規定しております。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

他 

市は総合的なビジョンが必要。

例えば、観光都市を標榜している

ようであるが、まったく伝わって

いない。どこから来る人をターゲ

ットにしているのか。 

総合的なまちづくりのビジョンは総合

計画で示していますが、本市では戦略性の

高いまちづくりを進めるため、特に重点的

に取り組むターゲットとして「良好な環境

を未来へと引き継ぐまち」、「子どもたち

が健やかに成長するまち」、「人々が集う

元気なまち」の3つを掲げております。 

とりわけ「人々が集う元気なまち」の具

体的な進め方を示すため、熊本駅、熊本

城・中心市街地、水前寺・江津湖の3つの

地区について、利便性と魅力向上を図る環

境整備を行う「熊本市地域再生計画」を策

定しており、国内外から更に多くの観光客

が訪れる観光都市を目指しています。 

また、コンベンション（会議・大会）機

能の強化や外国からの観光客誘致拡大に

も進めてまいります。 

他 
市営駐車場はいつも満車で利用

できない。 

市役所駐車場につきましては、自動精算

機及び監視カメラを設置し、スムーズな入

出庫等円滑な利用に努めているところで

ございます。 

今後も、市民の皆様のご理解とご協力を

頂きながら、交通渋滞の緩和のため。公共

交通機関の利用促進に取り組んでまいり

ます。 

他 

市役所の説明会は、説明が長く、

市民との討議の時間が少ない。ま

た、会合の開始時間も配慮がほし

い。 

皆さんのご意見を踏まえ改善に努めて

まいります。 

他 

自治基本条例の市政だよりにつ

いては、文字が小さくて見にくか

った。市政だより全般についても

もっと見やすい工夫をして欲し

い。紙質も検討を。 

自治基本条例について周知を図ること

が必要と考え、素案全文の掲載をしたた

め、紙面の制約もあり文字が小さくなりま

した。なお、市政だよりの紙面づくりにつ

いては、市民の皆さんのご意見を伺いなが

ら検討してまいりたいと考えております。



 83

条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

他 
条例案が議会で否決されたらど

うするのか。 

議会での承認がいただけるよう努め、平

成１7年第1回定例市議会に提案し、平成17

年４月の施行を目指しております。 

他 

水道局の指定工事店の制度は必

要ないのでは。行政と業者の密接

なつながりができ、問題。市民に

工事先の選定は任せてほしい。 

安全な水道水を供給するため、水道法の

基準を満たす給水装置工事業者を予め指

定しております。工事先につきましては、

この工事店の中から選定をお願いします。

他 
税 収 が 上 が る よ う な 政 策 も 必

要。 

地方分権改革に伴い、地方自治体には、

財政運営面においても自立していくこと

が強く求められており、本市においても、

これまで以上に、行財政改革に積極的に取

り組むとともに、地域経済の活性化を図

り、自主財源の確保に努めていかなければ

ならないと考えております。 

他 
説明会は、市の職員が勉強不足

で話ができなくて困る。 

研修等を行い、職員の資質の向上を目指

します。 

他 

他市町村では父子手帳が発行さ

れて、出産に際する講座の受講を

求めている。この取り組みは、少

子化対策に成果を挙げており、ぜ

ひ取り入れていただきたい。 

社会全体で子育てを支えていく子育て

しやすい環境づくりに取り組んでいきま

す。 

他 

地域に幅の狭い道路しかなく、

防災の点からも問題がある。H7年

に陳情をし、整備について市長も

確約したものの、今だ着手されて

いない。 

今後、地域の様々な課題については、地

域と連携を図りながら、地域のまちづくり

が推進されるよう支援していきたいと考

えております。 

他 
地方分権改革というが、地方自

治法は改正されたのか。 

地方自治法については、平成１２年に大

幅な改正が行われ、例えば機関委任事務も

廃止されました。 
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条文 意見・提案概要 回答及び本市の考え方 

他 

駐輪場の利便性が悪い。環境の

面からも自転車を生かした施策

を。 

自転車にやさしいまちづくりに取り組

んでまいります。 

他 
町内では、公園問題やコミセン

の建設要望がある。 

様々な地域の課題に対して、住民の皆様

が協働して取り組んでいくための組織で

ある校区自治協議会の設立を推進してい

ますので、その中で要望していただければ

と考えています。 

他 

都市・建設部門の職場では、行

政が市民より上だという意識があ

る。職員の意識改革を。 

研修等を通じて、職員の意識改革にも取

り組んでまいります。 

他 
予算の使途についてもっと節約

できることがあるのではないか。

平成 16年度から自主節減推進予算制度

を実施し、より無駄のない予算の執行を促

すなど、行財政改革推進計画を着実に推進

してまいります 

他 

療育センターの件を１０年前に

議論していたが、かたちになって

ない。担当者が変われば消えてな

くなる。 

継続的な市政を進めるため、事務の引継

ぎ等を徹底していきたいと考えておりま

す。 

他 
この条例は、市長が変わったか

らできたのか。 

地方分権時代の新しい熊本づくりにお

いては、市民、市議会、市の執行機関等の

協働によるまちづくりを行っていくこと

が市政運営の基本となり、そのためには、

このような自治の基本ルールを定める条

例が必要不可欠と考えることから、その制

定に取り組んでいるところです。 

他 

市道上の木を処理してくれとお

願いしているが、市役所は中々動

いてくれない。この条例ができた

ら、迅速に対応してもらえるのか。

個別の案件ごとに、それぞれ課題がある

と思いますが、本条例の制定の有無に限ら

ず、迅速な対応に心がけるとともに、対応

できない場合や時間を要する場合におい

ては、ご理解いただけるよう丁寧に説明す

ることが必要であると考えます。 

 


